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招集年月日 平成２５年９月９日  

 

招集の場所 佐川町議会議場  

 

開   議 平成２５年９月９日   午前９時１分宣告（第４日）  

 

応 召 議 員 １番 森  正彦  ２番 片岡 勝一  ３番 松浦 隆起  

      ４番 岡村 統正  ５番 坂本 貞雄  ６番 中村 卓司  

      ７番 氏原 義幸  ８番 松本 正人  ９番 永田 耕朗  

     １０番 西村 清勇 １１番 今橋 壽子 １２番 嶋﨑 正彦  

     １３番 徳弘 初男 １４番 藤原 健祐  

       

不応召議員 な し  

 

出 席 議 員 １番 森  正彦  ２番 片岡 勝一  ３番 松浦 隆起  

      ４番 岡村 統正  ５番 坂本 貞雄  ６番 中村 卓司  

      ７番 氏原 義幸  ８番 松本 正人  ９番 永田 耕朗  

     １０番 西村 清勇 １１番 今橋 壽子 １２番 嶋﨑 正彦  

     １３番 徳弘 初男 １４番 藤原 健祐  

 

欠 席 議 員 な し  

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名  

      町   長  榎並谷哲夫   教 育 次 長  岩本 敏彦  

      副 町 長          産業建設課長  渡辺 公平  

      教 育 長  川井 正一   健康福祉課長  岡崎 省治  

      会計管理者  西森 恵子   町 民 課 長  横山  覚  

      総 務 課 長  岡林  護   国土調査課長  氏原 敏男  

      税 務 課 長  田村 秀明   農業委員会事務局長  氏原  謙  

      収納管理課長  橋掛 直馬   病院事務局長  笹岡 忠幸  

 

本会議に職務のため出席した者の職氏名  

      議会事務局長 河添 博明  

 

町長提出議案の題目   別紙のとおり  

 



 

 

 

39 

議員提出議案の題目   な し  

 

議 事 日 程       議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

平成２５年９月佐川町議会定例会議事日程〔第２号〕 

 

 

 

平成２５年 ９月 ９日  午前９時開議 

 

 

 

日程第１        一  般  質  問 

 

 

 

 



 

 

41 

議長（永田耕朗君）  

   おはようございます。ただいまの出席議員数は 14 人です。  

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  

   本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  

   日程第１、一般質問を行います。  

   一般質問は、通告順とします。  

   ３番松浦隆起君の発言を許します。  

３番（松浦隆起君）  

   おはようございます。３番松浦隆起でございます。通告に従いま

して、本日も３点、一般質問をさせていただきます。どうぞよろし

くお願いをいたします。  

   質問に入ります前に、一言お話をさせていただきます。この９月

定例会が、私たち議員にとって、今の任期最後の定例会というふう

になります。また、榎並谷町長も同じくこの定例会が最後となられ

ます。町長とは、平成 17 年 10 月の同時選挙で当選をさせていただ

きまして、町長からはよく「同期じゃきね」というふうに言ってい

ただいておりました。この２期８年間、町長とはこの議場において

も、さまざまな議論もさしていただきました。町長におかれまして

は、２期８年間大変にお疲れさまでございました。  

   とはいえ、町長も私もまだ任期途中でございますので、最後まで

佐川町のためにしっかりと仕事をしてまいりたいと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いをいたします。  

   それでは、質問に入らせていただきます。  

   まず１点目に、防災対策についてお伺いをいたします。  

   本日は、防災の観点から２点お伺いをいたします。まず、１点目

に、災害時要援護者の避難対策についてお伺いをいたします。  

   昨年、政府は、南海トラフを震源とする巨大地震で、死者が最大

32 万人との予測を発表いたしました。こうした災害に備え、高齢者

や障害者など、災害時要援護者の支援体制の確立が急がれておりま

す。地震などの災害が発生した場合、高齢者や障害者、妊婦、乳幼

児などは１人で避難することは難しくなります。こうした災害弱者

を「災害時要援護者」というふうに位置づけられております。  

   あの東日本大震災でも、犠牲者の多くが高齢者でありました。こ

ういった現実を踏まえ、政府は、この６月に「災害対策基本法」の

改正を行いました。また、先月の 19 日には、災害時要援護者の避
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難支援と避難所の整備・運営に関して、市町村が取り組むべき具体

策を示した指針を公表をしております。本日は、この示された具体

策について、本町においてどのように取り組んでいくのか、お聞か

せをいただければというふうに思います。  

   今回の法改正により、災害時に自力で避難することが難しい高齢

者や障害者など、災害時要援護者の名簿作成が市町村に義務づけら

れました。改正法では、これまであいまいだった個人情報の取り扱

いが明確化をされ、名簿の整備と情報提供が進むことが期待をされ

ております。  

   この災害時要援護者名簿の整備については、平成 20 年の３月定

例会におきまして提案をさせていただきました。現在、本町におき

ましては、要援護者台帳の整備が始まり、今、進んでいるところで

ございます。  

   そこで、まず２点確認をさせていただきます。１点目は、災害時

要援護者名簿は、本人の同意を得た上で、消防や民生委員の方など、

関係機関にあらかじめ情報提供をするとなっておりますが、今回示

された指針においては、名簿の対象となる人の要件を要介護度や障

害程度区分などの具体例で示したほか、要件から漏れた人に関して

も、自治会の判断、それから本人の希望で名簿への掲載を柔軟に対

応できるように提案をしております。この点について、本町ではど

う対応するのか。  

   ２点目に、個人情報保護の観点から、東日本大震災の際に、名簿

情報の外部提供が進まずに、効率的な支援ができなかった経験を踏

まえ、災害時の名簿情報の提供を奨励をしております。災害対策基

本法の改正で、災害時には当事者の同意なしに外部へ名簿情報の提

供が可能になっております。名簿の取り扱いについては、個人情報

保護の観点から、民生委員の方や自治会長など限定した人が管理を

している場合が多くみられておりまして、本町においても同様の取

り扱いがされております。  

   しかし、仮に、民生委員の方など、その取り扱いをしている方が

被災をすると、要援護者を救助したくても情報がなく、対応できな

い事態も想定をされます。個人情報の取り扱いは、当然慎重である

べきでありますけれども、その上で、命を守るためには消防団など

防災関係機関を含め、情報の共有化をある程度広げることも早急に

検討すべき課題であります。  
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   この点についてどう対応するのか、以上２点について担当課長の

お考えをお伺いをいたします。  

議長（永田耕朗君）  

   休憩します。  

 

   休憩  午前９時８分  

   再開  午前９時９分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   松浦議員の御質問にお答えいたします。私のほうからは、災害時

要援護者台帳の登録対象者から漏れた方への対応というところを

回答したいと思います。  

   現在、佐川町におきましては、災害時要援護者台帳としまして、

平成 22 年度、23 年度の２カ年にわたりまして、対象者を独居高齢

者、65 歳以上のひとり暮らしのお年寄りの方、それから介護保険の

要介護認定者、それから障害者、この３点の対象者につきまして、

民生委員さんや介護保険のケアマネージャーさん等を通じまして、

本人の同意を得て登録作業を進めております。  

   現在の登録時の登録者数といたしましては、1,045 人。合計して

1,045 人が対象となっております。こういった方々以外の方、例え

ば、松浦議員おっしゃられましたような妊婦さんであるとか、ある

いは１人世帯でない高齢者の方々、２人世帯の方々、といった方々

については、この名簿からは対象外となっております。  

そういった方々について、これまでの取り扱いとしましては、妊

婦さんというのは、少し対象からは外れておりますが、独居高齢者

の方等で、民生委員さん等が「この対象から外れておりますが、実

態としてどうしてもこれは登録が必要だ」という方については、若

干ではありますが、対象に含めております。  

ただし、根本的に、こういった独居高齢者以外の方、高齢者世帯

の方、多数おられますけれども、こういった方々については、今、

名簿の対象にはなっておりませんので、今後、国から示された方針、

これに基づきまして、今後、名簿者台帳の登録が必要な方なのか、

もしくは別な形で、今、佐川町では、別に救急キットというふうな
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取り扱いもしておりますので、そういった自助の形、新しい名簿以

外の形も含めまして検討をしたいと考えております。以上です。  

総務課長（岡林護君）  

   私からは、災害弱者、いわゆる要援護者の方々の情報提供の観点

から、ちょっとお答えをさしていただきたいと思います。現状はで

すね、先ほど松浦議員がおっしゃいましたように、要援護者台帳は、

その要援護者と登録される方が、まずその制度に登録することを希

望するということ。そしてその方が、その方の個人情報について自

主防とか民生委員、それから消防団、社協、警察、消防署等にです

ね、情報が共有されることを同意するという旨のことがうたわれて

おります。  

   ただ、先ほど松浦議員がおっしゃいましたように、時代の流れは

ですね、いわゆる本人の同意を得た上でだけではなくて、その方々

の、災害弱者を守る観点から、要介護等とか、さまざまな要件で勘

案していって、情報の共有をですね、図っていくことが必要ではな

いかと。  

それからまた、東日本大震災それから関西の地震においてもです

ね、非常に、例えば、病院に行ってもその情報が得られないとか、

さまざまな障害がありました。そういうことを踏まえまして、もち

ろんこれは佐川町の個人情報保護条例との絡みもありますが、ただ、

個人情報保護条例の中には、本人の同意以外にもですね、例えば、

法令等の定めによって提供ができる等のことがうたわれておりま

すんで、そうしたことも含めてちょっと検討さしていただいてです

ね、より活用ができる方向で検討していきたいと思ってます。以上

です。  

３番（松浦隆起君）  

   まず、その要援護者台帳の対象から漏れた人に関してですけども、

国が示しているのは、柔軟に対応できるようにするということです

ので、本人が、例えば希望すれば登録できるという形にルールを決

めていただいたほうがいいんじゃないかと。その自助の形というの

が、いま一つ私がちょっと、何回か言われるんですけども、理解で

きないんですけども。要は、要援護者の方は、自助ができないので、

自分たちの地域で守るということかもわかりませんが。例えば妊婦

の方、どうしてもその要援護者として登録していただいて、いざと

いうときには、手助けをしてもらいたいという方はぜひ、登録をで
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きるように、そういった形をとっていただいて、住民の方にもお知

らせをしていただければと思うんですけども。その点について、検

討の余地はあるのかどうか、再度、答弁をお願いします。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   松浦議員の御質問にお答えいたします。先ほどの、妊婦等の希望

される方について柔軟に対応を、というところですけれども、これ

につきましても、従来から、うちのほうも健康福祉課、それから総

務課の防災担当、それから社会福祉協議会、そういったところと会

を開いてですね、この方々についての対応を検討はしてまいってお

ります。  

   基本的には、松浦議員おっしゃられるように、希望される方、特

に、その線引きをせずに自助ができない方、そういった方について

名簿に登録して、地域の方々の助け合いのもとに仕組みをつくって

いくというところについては、私どももそのようにしたいと考えて

おります。  

   ただし、現状 1,045 人という登録者がございます。この町１万

4,000 人ほどの町で、現在の災害時の要援護者名簿登録者が 1,045

人おりますので、それから災害時のときに協力していただく方につ

いても、その分対応が必要になってきます。そのへん、こちらの要

援護者名簿の登録者として加えていくのか、そのへんの数がどの程

度あるのかということも、しっかり精査をさしていただいて、検討

をさしていただきたいと思います。  

３番（松浦隆起君）  

   わかりました。ただ１点、ちょっと気になったのは、その対応す

る人が限られているのでという、ちょっととれたんですけども。助

けが必要な人がいてですね、その手が足りないからその人を名簿に

は入れられないとなると、それは少し本末転倒になりますので、そ

れをどう対応する人たちを増やすとか、それから情報として知って

いただいて、できるだけ、先ほど言われたように地域の自助の力に

頼っていくとか、そういう方向でぜひ検討していただきたいと思い

ます。  

   あと、２点目の情報の共有というところですが、検討していただ

くということでございますので。ただ、この中に、それぞれ登録を

していただくときに、いざというときには、これに載っている方の

関係者以外にも知らせますよという約束がされているのかどうか、
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ちょっとわかりませんけども、そういったことも、これからは登録

されている方に、もし災害が起きたときには、情報の提供を広くす

る場合もありますということは、しっかりと周知をしていただく必

要があると思いますので、その点はお願いをしておきたいと思いま

す。  

   それでは、次に、災害時要援護者の避難支援計画について、お伺

いをいたします。  

   政府の、災害時要援護者の避難支援ガイドライン、それから今回

の指針にも示され、求められておりますのは、個々の要援護者に対

して、誰が、どこに避難をさせるか、そういうことを具体的に定め

る個別計画であります。指針においては、この個別計画に基づいて、

各関係機関と連携した防災訓練、それから避難所運営のシミュレー

ションも実施すべきだというふうにされております。この個別計画

も含めた災害時要援護者避難支援計画の策定がされているのかど

うか。もし策定されているのであれば、その内容についてお聞かせ

をいただきたいというに思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。まず、議員の御指摘の災害時要援護者の避

難対策につきましては、平成 17 年３月に内閣府から示されました

災害時要援護者の避難支援ガイドライン、これは平成 18 年３月に

改定されておりますが、それに基づきまして、本町では災害が起き

たときに、何らかの手助けが必要な方々、そして例えば、自力避難

が困難な方や、それから家族の支援が得られないなどの方々に、災

害時要援護者として登録をしていただきまして、行政や自主防災組

織を初めとしましたさまざまな支援者の協力を得て、災害時の避難

を支援する体制を整備してという現状ではございます。  

   ただ、先ほどおっしゃいましたのは、避難計画ですね。そういう、

これはもう本年度に、地域防災計画の改定等を行っておりますが、

そうしたことと相まってですね、それを、より整備をしていきたい

というふうに考えております。  

３番（松浦隆起君）  

   ということは、現状においては、この避難支援計画というものは

まだ策定されてないという理解でいいですか。  

総務課長（岡林護君）  

   明確な形ではですね、まだ策定はされていないという現状です。 
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３番（松浦隆起君）  

   まずこの中の、先ほど申し上げましたが、この個別計画、これは

事前に危機管理の室長にもお伺いしましたが、これが本町の、今の

要援護者台帳。で、誰が、どこにということは、この中に、避難勧

告の伝達者や協力者と、それからどこに避難をするということは書

かれております。で、これいわゆる個別計画だというふうに説明を

受けました。ある自治体の避難計画書を、これは両面つづりになっ

ておりましたが、大体同じような内容で、この自治体は、避難のマ

ップを裏面にもっと詳しく書かれるようになっておりました。この

自治体では、災害時要援護者避難支援計画というのが、しっかりつ

くられておりまして、68 ページにのぼるものでした。その内容はで

すね、要援護者の方の、例えば障害であれば、障害の種類、目が不

自由な方は、こういうふうに避難を介助してあげてください。耳の

不自由な方はこういうふうに介助してあげてください。というふう

に、それぞれの、細かく、その障害の別にですね、しっかりと載せ

られておりました。  

   で、要援護者の方をどういうふうに避難をさせてあげたらいいの

か、ということも含めて書かれておりますので、先ほど、総務課長

からは、ことし行う中で、見直しをしたいということでありました

ので、この要援護者避難支援計画というものは、今、登録をしてい

ただいているこの要援護者の台帳、この台帳を実際に生かすもので

ありますから、ただ単に要援護者台帳を管理をしていても、それ実

際に災害が起きたときに使えなければ、本当の意味で要援護者の方

を助けてあげられなかったら何の意味もありませんから、その助け

てあげられる方法がこの支援計画だというに思いますので、これは

早急に、しっかりとつくっていただきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いをいたします。  

   次に、実際に災害が起きてしまった場合、要援護者の方にとって、

バリアフリーやある程度のスペースが確保され、介助員などが配置

された福祉避難所の設置が重要になってまいります。しかし、厚生

労働省の調査によりますと、福祉避難所を１カ所以上している市区

町村、これは 2011 年の３月末のデータですけども、41.8％と。残

りの６割近くは、避難支援所を１カ所も指定をしていないという実

態のようであります。健康な人でも、避難生活は、過酷なものとな

ります。東日本大震災でも、避難生活が長期化したことで、病気や
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体調の悪化など、原因で亡くなる震災関連死が相次いだことは記憶

に新しいところであります。  

今回の指針においても、避難所の整備・運営に関する指針で、避

難所生活を改善するため、普段から準備をしておくべき対策と発災

後の対応を示しております。事前の備えとして市町村による避難所

運営準備会議の設置や、高齢者、障害者らに配慮した福祉避難所の

整備を進めております。  

特に、高齢者や障害者の方にとっての福祉避難所の設置は、大変

重要な取り組みとなります。現在、本町において指定されている福

祉避難所は「健康福祉センターかわせみ」のこの１カ所となってい

ると思います。しかし、本町における要援護者数は、先ほどお話も

ありましたが、1,045 人というふうにお聞きをいたしました。当然

全ての要援護者の方が、この福祉避難所に避難するわけではないと

いうふうに思いますが、例えば、その３分の１の方が避難をすると

考えても、１カ所では到底足りるものではありません。  

参考に、近隣の町村を見てみましたが、越知町が３カ所、日高村

が４カ所というになっております。この２町村を含めて、県内で福

祉避難所を設置している市町村のほとんどが、高齢者施設や障害者

施設の指定をして協定を結んでおります。  

本町においても、今後そういった点も考慮に入れながら、早急に

福祉避難所の増加を図るべきだと思います。あわせてヘルパーの方

の派遣、そして医療体制、そういったものも事前に想定をし、備え

ておくことも重要な点であります。この点について、お考えをお伺

いをいたします。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   お答え申し上げます。松浦議員おっしゃられたとおり、現在、佐

川町の福祉避難所につきましては、「健康福祉センターかわせみ」

１カ所の指定となっております。しかしながら、このたびの東日本

大震災、それから来る南海地震等を想定した場合に、災害時要援護

者登録者数が 1,045 人という現状も踏まえまして、この１施設では

十分ではないというふうに私どもも認識をしております。  

   従いまして、今後新たに施設の指定、協定に向けて検討する必要

があるというふうに考えております。  

   具体的な施設といたしましては、先ほどもありましたが、老人施

設、それから介護施設、障害者施設、町内にもいくつかございます。
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そういった施設が、検討の、まず第一の対象となるというふうに考

えております。  

   実際に、大規模災害が起こった際、こういった福祉避難所として

の運営に関しては、例えば、その施設の指定とあわせまして専門職

員の配置、それから運営方法、そういったものも指定、協定の段階

で、あらかじめ具体的につめておかなければならないというふうな

課題もございます。  

   そういった課題も踏まえまして、障害者施設や介護施設、先ほど

言った老人ホーム、そういったところに検討の対象と考えまして、

今後、各施設、町有施設、民間施設含めまして指定、協定の検討を

進めてまいりたいと考えております。  

３番（松浦隆起君）  

   これは、要援護者の方にとっては、非常に大事な点でありますの

で、早急に検討していただいて、１カ所でも増加をしていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。  

   それでは、防災対策の２点目として、防災メールの取り組みにつ

いてお伺いをいたします。この取り組みにつきましては、平成 21

年６月、それから 23 年３月、それから同じ 23 年９月、その各定例

会において質問をさせていただいておりますが、それぞれ「種々検

討します」という答弁をいただいておりまして、現在に至っており

ます。  

   防災メールの機能や、それからそれにかかる費用、そういった点

については、過去の質問でも何度かお話をさせていただいておりま

すので、ここでは割愛をさせていただきたいと思います。  

   今回４度目の質問となるわけですが、先日、今回もう一度質問を

というふうに思わせるきっかけとなることがございました。８月８

日の夕方、皆さんも御存じだと思いますが、奈良県で最大震度６強

の大地震が来るという緊急地震速報が出されました。町内の防災無

線でも放送が行われて、各個人の携帯にも速報が入るなど、一瞬私

も含めて皆さん身構えたのではないでしょうか。  

   ただ、これは幸い誤報であったということがわかりました。しか

し、ある意味、大きな地震が来るとなったときに、どういった反応

をするのか、対応したらいいのか、いい予行演習になったのではな

いでしょうか。  

あの緊急速報が流れたときに、私の家内は、子どもを抱えてすぐ
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家の外に出たようであります。同じく近所の人も何人か外に出てき

ておりました。そのとき、唯一外に持って出たのが携帯電話であり

まして、近所の方も全く同じだったようです。家内に、今、それぞ

れ配られております戸別受信機、我が家にもありますが、それを持

って出なかったかというに聞きましたが、そういう気持ちの余裕は

なかったと。とにかく大地震が来ると、外へ出ようということで出

たという話でした。これが、実際の現実ではないかというふうに思

います。  

今、本町では消防団の方、民生委員、自治会長などに加え、防災

無線が聞き取りにくい方にも戸別受信機の配付を行っております

が、災害が発生したときに、果たしてそれだけで情報伝達の手段と

して十分なのか、先ほどの例を見ても、決してそうとは言えないと

いうふうに思います。  

何度か言わせていただいていることですが、災害時の情報手段と

いうのは、幾重にも重ねていても、これはやりすぎではないという

ふうに思います。いざ、災害が発生したときに、町民の皆さんが、

戸別受信機を持って避難するかといえば、それは確率は低いという

ふうに思います。  

では、そういう方たちにどうやって情報を届けるのか、その最大

のツールが携帯電話だというに思います。政府も昨年、災害時の情

報伝達手段として、メールそれからツイッター、フェイスブック、

そういったものの利用を自治体に促しております。実際に、いくつ

かの自治体では、フェイスブックでその災害情報を流すと。  

災害が起きたときに、これは東日本大震災のときにもあったこと

ですが、メールでさえもなかなか届きにくくなったこともあったそ

うです。ただ、こういったフェイスブックは、そういったことがな

く、ほとんど問題なく情報が届けられたということで、今、そうい

った方向での広がりも見えております。そういった意味からも、こ

の防災メールというものを導入する時期は、遅きに失しているとさ

え言えるというに思っております。  

また、１点目にお伺いをしました要援護者の避難支援、これにつ

いての政府からの指針の中にも、避難情報の伝達では、緊急速報メ

ール、そういった防災メール、それからソーシャル・ネットワーキ

ング・サービスという先ほど言いましたフェイスブックとその活用

を提示をしております。  
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また、本町では、各電話会社から配信されますそのエリアメール

というものがあります。それを取り入れておりまして、以前、担当

者の方からは、この「エリアメールが防災メールの役割を果たすと

思います」という答弁をいただいておりましたが、先ほど申し上げ

ました８月８日の誤報の折に、対応していない機種には、そのエリ

アメールが配信されないということがわかりました。私のこういっ

た例えばスマートフォンでありますとかアイフォン、これにもそう

いった防災メールは配信をされませんでした。その意味からも、本

町において、ぜひ本町独自の防災メールというものを導入するべき

だというふうに思います。  

災害時のさまざまな情報、それから日常的には、行政情報、不審

者情報、そういったものを配信できる「佐川町の安心メール」とし

て、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。この点に

ついて、町長と担当課長のお考えをお伺いをいたします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   松浦議員さんの御質問にお答えいたします。先ほど来、担当課長

から、防災時の緊急避難あるいは要援護者の対応について、るる議

論をいただきました。行政としても最大限、やっぱりできる限りの

ことはしていくという方向としては間違いないわけでございます

けども、ただ、先ほど来話がありますように、後に回る場合もあり

ますし、また、あるいは新しい事象が発生するという場合もある。

この前も、８月の、先ほどの御質問の中の、いわゆる誤報メール、

このあたりにつきましても、これが一つのヒントになりまして、次

にどういうに対応していこうかという、これは私は、情報の世界と

いうのは、日々進歩しているというに思っております。そういった

意味で、この新しいシステム、そういったものを踏まえて、町とし

て今後、財政面もございますけども、どうしたことが、いわゆる効

果的かと、そういうことをきっちり議論をしながら、この点につい

ては、今後対応していきたいというに思っております。  

   実は、私の経験でございますけども、ちょっと前になりますが、

実は、いわゆる行方不明者、このときに、いわゆる病気の方で徘徊

する、そんなことがございまして、何件か悲しい事件が起こったわ

けでございますけども、そのときにＮＴＴの方が、いわゆるそうし

た形のものに、携帯、いわゆる徘徊防止とか、あるいはそれを防止

するような手だてということで話を伺いましたけども、なかなかこ
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れが現実のものに、今でもなってないというのは、そういったとこ

ろには、いわゆる費用対効果の、行政としても面があったんじゃな

いかというに思っておりますけども。阪神淡路のあの震災以降、政

府も先ほどの、いわゆる個人情報の保護の観点、これを乗り越えた

形で取り組むと、法律までつくったということですから、これは今

後、私たちの周囲には、東南海のあの巨大な地震が起こり得るとい

うことを勘案をして、我々としては、議員の皆さんの御意見も賜り

ながら、あるいは最新の情報もいろいろ情報を手に入れて、それを

いかに解決できるか、そういうとこを積極的に進めていかなければ

ならないというに思っております。  

   そしてもう一つ、ことし、いわゆる防災計画の見直し、先ほど来

避難場所のこともございました。そういったことも踏まえて真剣に

この点については取り組んでまいりたいというに考えております。

よろしくお願い申し上げます。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。平成 21 年６月定例会以来４度目の御質問

で申しわけございません。  

   まず、防災メールについてはですね、大きく分けて２つの区分に

分かれます。１つはですね、携帯３社、ドコモとかＫＤＤＩ、そし

てソフトバンクが提供いたします緊急速報メール、これは佐川町も

加入をしております。それから、各種のメールの配信事業者が提供

する登録制メール、このいわゆる２つに分かれるわけですが、それ

ぞれの特徴といたしまして、緊急速報メールは、特定エリア内の対

応端末に強制的に配信は可能ではありますけれども、配信の項目が

限られておりまして自由な情報発信は行うことができない。一方で、

登録制メールというのは、あらかじめアドレスを登録していなけれ

ば配信されないという、ちょっと手続上の欠点もありますが、緊急

速報メールで配信できる内容に加えまして、不審者情報とか行方不

明者情報、そういた緊急情報も任意に伝達することができるという

なメリットがございます。  

現在、先ほど言いましたように緊急速報メールに町が加入してお

りますが、東日本大震災の教訓等からですね、それからまた、松浦

議員の御指摘もありますんで、登録制メールの導入につきまして、

財政的な観点も含めて考えながら、その導入につきまして前向きに

検討してまいりたいというに思っております。  
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３番（松浦隆起君）  

   先ほど課長からもありましたが、４度目の質問でありますので、

前向きにというのは、実際にやる方向でするのかどうか、できれば

はっきりとお答えをいただきたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   費用をですね、ちょっと調べたところ、若干これはインターネッ

トで調べたものですんで、正確なものかどうかについてはあれです

が。初期の基本料が２万 1,000 円で、年契約の利用料が、これは登

録者が 1,000 人までで 21 万 2,000 円程度。これは恐らく登録者数

の数によってですね、この金額も変わってこようかとは思いますが、

そうしたこと含めてですね、いずれにしてもやるとしたらですね、

来年度予算とかそういう形になろうかと思いますんで、その間ちょ

っと今度の予算組みまでの間ですね、検討さしていただきたいと思

います。  

３番（松浦隆起君）  

   ３回検討ということを聞いておりますので、やるということで動

いていただきたいというに思います。独自の内容を送れるメールに

するとですね、例えば、避難所情報、避難所に指定しているけども、

この避難所が例えば使えなくなったと、こちらの避難所に行ってく

ださいといった内容もメールで送れるようになると思うんですね。

先ほど、費用についても課長からありました。以前、私も調べまし

たが、決してその財政をですね、揺るがすような、増で言えばアリ

程度の予算額だと私、思いますので、それを、財政と検討してとい

うことは、まだはっきりやる気がないのかどうかというふうになり

ますから、これは住民の方の命を守ったり、それから災害が起きた

ときに安心をしていただく、そういう取り組みでありますから、こ

れぜひ、来年度からというのであれば、予算に乗せていただいて、

進めていただきたいということをお願いをして、この質問を終わら

せていただきます。よろしくお願いをいたします。  

   それでは、２点目の質問に移らせていただきます。  

   介護用改修費の受領委任払い方式の取り組みについてお伺いい

たします。この質問につきましては、23 年３月定例会において御質

問を１度させていただいております。その後、何度か要望をしてお

りましたが、なかなか導入には時間がかかっておりました。  

   同じ内容の提案を、土佐市の私の同僚の議員が昨年の３月に質問
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を行いまして、６月から開始をされております。本町では、質問か

ら２年たったことしの４月から開始がされておりまして、どうして

この同じ自治体によりこれだけ差が出るのかわかりませんけれど

も、こういった取り組みは、今後はぜひスピード感を持って取り組

んでいただきたいというふうにお願いをいたします。  

   先ほども申し上げましたが、この４月から受領委任払い制度が始

まっております。事前にお聞きしたところでは、この受領委任払い

制度の利用が少ないというような課長からのお話でした。少し疑問

を感じてるんですけども、普通に考えて、多くの金額を払うよりも

少しの金額で済むのであれば、そちらのほうを選ぶというふうに思

うんですけれども。そうでないとすれば、そういった方法がとれる

ことが十分に周知できていないか、それか、何らか行政側の取り組

みに工夫が必要なのか、そういうふうに感じております。  

最初に、例えば 10 万かかったとしたら、最初に 10 万円払うのと

１万円で済む、これは大きな違いであります。少しでも高齢者世帯

の経済的負担を減らしてあげようという行政側の姿勢も少し足ら

ない部分もあるのではないかなというふうに思っておりますが、こ

の点についての含めて、現状について御説明をいただきたいと思い

ます。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   松浦議員の御質問にお答えいたします。介護用の改修費の受領委

任払いというものは、議員御指摘をいただいて、この４月から導入

をしております。現在までの利用状況を確認いたしますと、利用状

況は１件のみというふうになっております。現在、もう１件相談が

担当者のほうにあるというふうには聞いておりますが、いずれにし

ても、この４月から数カ月間の間で１件というのは、私どもの想定

といたしましても少ないというふうに考えております。  

   この導入に当たりましては、町の広報でお知らせをいたしまして、

それから後、この利用に関しまして、直接相談があります介護保険

のケアマネージャーさん、こういった方々を通じまして、この制度

の周知をいたしております。そして御相談があった場合には、介護

のケアマネのほうからこちらの窓口に話があるというふうな形に

なっておりますが、いずれにいたしましても、１件という実績が示

しますとおり、やや周知が行き届いているのかというふうなことも、

こちらとしても検証をしていきたいというふうに考えております。 
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３番（松浦隆起君）  

   今、現状をお聞きしましたが、基本的に、こちら側の姿勢として、

この受領委任払い制度を中心に行うと。ケアマネージャーさんが相

談するときに、そちらの方向で話をできるだけ進めると。それ以外、

受領委任払い制度が利用できない方も、中に、条件としてあります

から、その方については、もう償還払いをとるしかありませんから、

償還払いをとるという、そういった姿勢で、ぜひ取り組みをもう一

度し直していただきたいと。多分誰が考えても、好んでたくさんの

お金を最初に払いたい人はいないと思いますから、取り組み方ひと

つで私はその状況が変わるんじゃないかというふうに思っており

ますので、よろしくお願いをいたします。  

   次に、この介護保険を利用した住宅改修について、もう１点お聞

きをいたします。９月の町広報に、こういった形で、介護保険を利

用した住宅改修、ですね、これについて利用方法が変わりましたと

いう記事が出ておりました。その内容は「１件 10 万円を超える住

宅改修については、７月から、利用者が希望する改修事業者と別に、

１社以上の町の指定する事業者から見積もりをとり、より安価な事

業者で住宅改修を行うことになりました。１事業者のみを指定して

改修を行う場合は、全額自己負担となります」というものでありま

した。そして４社の指定事業者が記載をされております。  

   ここで３点気になる点があります。１点目は、町が指定をした事

業者から見積もりをとらなかった場合、この文章から言えば、簡単

に言えば介護保険を使えないと。介護保険を使えず全額自己負担に

なるという点であります。この介護保険における住宅改修費の支給

というのは、国が定めたものでありまして、また、見積もりをとる

ことは定められておりますけども、何社という規定はありませんで

した。  

今回、町が行っているように、町独自のルールを決めて、介護保

険で認められている介護サービス費の支給を行わないということ

に問題はないのか、冒頭で確認をさせていただいた介護改修費の受

領委任払い制度を開始し、少しでも負担の軽減を図ろうとしながら、

一方で、こういった手法をとるというのは、非常に矛盾があるので

はないかというふうに思います。  

もう１点、２点目に４事業者が指定をされておりますが、どうい

った手順と理由で指定がされているのか、町広報には、選定の基準
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が書かれておりますが、今ひとつ理由としては、私は少し理解でき

ない点がございました。この点についても確認をさせていただきた

いと思います。  

３点目は、今回、利用方法を変えるに当たって、きちんと例えば

規則等を定めて実施をしているものなのかどうかという点であり

ます。この町広報には、保険料増加を抑制することが目的だという

ふうに書かれておりますが、確かに、何社かの業者から見積りをと

り、少しでも安価な値段で行うことは有効な方法でありますし、介

護保険の下げることになると思います。しかし、その条件として、

介護保険が使えないということになれば、これ話は別でありまして、

とても高齢者の方の立場に立った施策とは思えないというに思っ

ております。  

この、以上について担当課長に御説明をお願いをします。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   松浦議員の御質問にお答えいたします。まず、住宅改修費の業者、

これの決定に関しましては、これまでの運用としましては、金額に

関係なく、申請者が徴した１社の見積もりによって申請の対象とし

ておりました。  

   ですが、介護保険制度の適正な運用というところの観点から、こ

とし４月から、一定金額の超えるものについては、松浦議員おっし

ゃるとおり複数の業者から見積もりをとるというふうな運用に改

めまして、広報に周知をしたところでございます。  

   具体的には、申請者が自分の希望する施工業者からとった見積書

の金額が１件 10 万円を超える場合は、町が指定する４事業者、こ

の中から１社以上選んで、見積もりをとっていただき、合計２社以

上の見積もりのうち一番安価な業者に決定する仕組みに改めまし

た。  

   この運用を改正した背景には、近年、10 万円を超える比較的高額

な改修が増えておりまして、同様の改修内容でも業者によって大き

な見積額に差があるということが見受けられることや、介護保険全

体の給付、これが増えていく中で、適正化というものが特に言われ

ております。そういった観点も含めまして、改めましたものでござ

います。  

   町の見積もりの部分ですが、御質問にあった３点について、お答

えをいたします。  
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   まず、見積もりがとれなかった場合、金額が自己負担になる、こ

ういった扱いについてはどうなるかというふうな御質問だったと

思います。この点につきまして、この松浦議員の御質問を伺いまし

て、県の担当者のほうに確認をいたしました。いたしましたところ、

こういった広報の内容については、やや疑義があるという回答でご

ざいました。  

具体的には、全額自己負担になるという分についてでございます。

施工業者を決定する際の取り扱い、県のほうに確認しましたところ、

複数の見積もり、複数業者からの見積もりをとること、この協力を

求めることは差し支えない、いうことでありました。  

むしろ、好ましいということでございました。ただ、それを強制

したり、複数の見積もりをとることを強制をしたり、あるいは町が

見積もり業者を指定したり、申請者の意向にかかわらず、一番安価

な業者に決定する仕組みを、これを町独自でするということまでは、

制度の運用上、疑義がある。いうふうな回答でございました。  

仮に、この町の取り扱いに従わない場合でも、松浦議員おっしゃ

られるように介護保険の適用外とすることはできないと思われる。

というふうな回答でございました。これは、先週の金曜日に確認し

たことでございます。  

こういったこと、松浦議員の御質問、それから県の担当者の見解

等を踏まえまして、こちら９月に出しております町の広報、こちら

の広報について、次回、訂正をさしていただきたいというふうに考

えております。すなわち、強制をしたり、それから町が指定する事

業者、こういったものの見積もりをとらしたりというふうなことは

せずに、基本的には、ただ、複数の見積もりをとっていただく、一

定金額について、とっていただくということは趣旨を御理解いただ

いた上で、協力をいただきたいと思いますけれども、こういったこ

とで仕組みとしてですね、これを強制的に運用することは、この７

月からやっておりましたけれども、これを改めたいというふうに考

えております。それで周知等をさせていただきたいというふうに思

います。  

それと、４事業者の選定につきましての経緯、それから理由とい

うところですけれども、基本的には、これまで介護法の改修した実

績のある業者、これを調べまして、件数、それから取り扱いに不備

がない、いうようなところについて担当者とともに健康福祉課の中
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で、話をして結果的には、町内業者が含まれない形にはなりました

けれども、実績等、適正な施工をしているという４業者を、決裁の

上で決定をいたしました。したがって、この分については、町の規

則等では規定はしておりません。以上でございます。  

３番（松浦隆起君）  

   見直しを行うということでしたが、少し厳しい言い方になるかも

わかりませんが、行政のプロの方でありますから、こういったこと

を町民の方に出す前に、先ほど県に確認をしたと言いましたけれど

も、そういった事前の周到な準備をしっかりしていただいた上で、

やはり町民の方にお知らせをする、そして、こういったことはやは

り、規則をきちっと私は定めて行うべきじゃないかというふうに思

います。  

   それがないとですね、人がかわったり、担当者がかわったり、課

長がかわったり、考え方がかわると変わるわけですから、それは今

後取り組みの中でしっかりしていただきたいというに思います。そ

の４つの業者、10 件以上の実績というお話もありましたが、実際に、

何度か、私もこの介護改修のことについて相談をいただいて、現場

に行ったこともありますし、健康福祉課の方に来ていただいて立ち

会っていただいたこともあります。  

   その中で、この、今出ている業者の中のある業者さん等の金額を

見て、地元でできると。その方からみると金額が高いと、そういう

お話も出ておりました。そのときに、健康福祉課の方にその介護を

受けている方が相談をしたら、その業者を紹介をされたというよう

な話があって、そうですかというふうに担当の方に確認したら、町

としてそういう業者の方を紹介するようなことはしておりません、

ということでしたけども。今回行っていることは、それに近いこと

になるんじゃないかというふうに思いますので、今、今一度見直し

ていただいて、方法を変えるということですから、先ほど課長から

お話ありましたように、何社から見積もりをとっていただいて、少

しでも安いことで行うと、それはぜひ進めていただきたいですけど

も、しっかりとその方法は、もう一度見定めていただいて、行って

いただきたいということをお願いをして、この質問を終わらせてい

ただきます。  

   それでは最後、３点目の質問に移ります。  

   産後支援ヘルパー制度の導入についてお伺いをいたします。  
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   この産後支援ヘルパーの件につきましては、議会が開催をしまし

た懇談会の中でも要望がありましたけれども、その後、子育て支援

の現場で尽力をされている方から直接、相談をいただきました。少

子化対策・子育て支援策として、出産後の産褥期の母親を支援する

ため、このホームヘルパーを派遣し、家事や育児を援助するこの制

度の導入は必要な施策ということを、そのお話を聞きながら感じて、

今回質問をさせていただきます。  

   このいわゆる産褥期とは、おおむね出産後６週間から８週間の期

間のことを言います。現在、本町においては、生後４カ月ごろまで

の赤ちゃんとお母さんを対象に、保健師さんが自宅を訪問し、子ど

もの発育状況や健康状態の相談を受けております。  

   母親は、この期間、産後の回復期であるために体調が不十分で、

平常の生活を送ることは困難でございます。また、24 時間にわたる

子どもの授乳などで慢性的な睡眠不足、そして子育てに対する不安

などから、一般的に情緒不安定になりやすい傾向にあるとも言われ

ております。  

   そのため、出産するときは実家に帰ったり、あるいは身内の人に

来てもらうなどして対応しております。しかし、社会環境の変化に

伴い、家族が働いていたり、遠隔地であったり、さまざまな理由で

援助が受けられない、そういった若い御夫婦、それから核家族世帯

が増えております。出産直後の母親は、身体機能が十分でないにも

かかわらず、育児や家事の一切を全て１人でやらなくてはならない

現実があり、中には、産後鬱等で幼児虐待につながるケースもある

ようであります。  

   この産後支援ヘルパー制度は、少しでも母親の精神的、肉体的な

不安を軽減するための事業であります。既に多くの自治体で実証さ

れておりますけども、その事業内容は、在宅で日常生活を送ってい

る母親が出産をし、育児や家事などを手伝ってくれる人がいない場

合、ヘルパーを派遣をし、母親の精神的、肉体的負担を軽減し、産

後の支援をするものであります。  

   既に実施をしている自治体の例を少し調べましたが、無料で行っ

ているケースや、それから１時間当たり 500 円から 800 円程度負担

をいただいているケースなど、いろいろございました。こういった

ように母親に手を差しのべることで、その後の子育てが楽しくなる

ケースもある、いうふうに思います。  
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   私も今、大変に遅まきながら子育てをしている１人でありますが、

現実に産前産後の母親の姿を横で見続けてきた１人として、今回提

案をしている取り組みは、これは大変大事なことだという実感がご

ざいます。また、子育て中のお母さんの声、それから子育て支援の

現場の方の生のお声をお聞きをする機会が増えたわけですけども、

その実感として、産前産後の支援が一番必要とされているというふ

うに感じております。財政的に、いくらでも使える余裕があれば、

全て行い、産前産後から小学校卒業時まで、さまざまな取り組みを

行えばいいのですけれども、当然限られた財源の中で、優先順位を

つけて行うということは求められることであります。  

   机上の空論ではなくて、現場の声を聞き取り、こういった一つ一

つの小さな施策が集まって、私は、子育て支援・少子化対策という

大きな施策につながっていくというふうに思います。  

   ぜひ充実した子育て支援のためにも、現在本町で行われておりま

す「こんにちは赤ちゃん訪問事業」、こういったものと連動させる

などして、産後支援ヘルパー制度を実施すべきと思いますが、見解

をお願いをいたします。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   御質問にお答えいたします。産後支援ヘルパー制度の導入につい

て、ということでございます。現在、本町では同じような取り組み

といたしましては、高知県の地域子ども・子育て支援事業費、この

補助金によります養育支援訪問事業というものがございます。  

   この制度は、若年の妊婦や妊婦検診未受診者等の妊娠期からの支

援を必要とする家庭や、育児ストレスや産後鬱病、育児ノイローゼ

等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭、

さまざまな要因で養育支援が必要となっている家庭に対して、子育

て経験者等による育児・家事の援助、または保健師による具体的な

養育に関する指導・助言等を訪問により実施することによりまして、

個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決や軽減を図る制度でご

ざいます。  

   ただし、このように、養育訪問支援事業は、何らかの事情で養育

に問題を抱える家庭が対象になるために、利用希望者が誰でも利用

できるというものではないという点において、制度の制限がござい

ます。  

   一方で、松浦議員御提案の産後支援ヘルパー制度は、先ほども御



 

 

61 

説明がありましたが、基本的には、利用者誰もが利用できる制度、

例えば、産後間もないお母さんが安静にしなければならない時期に、

育児支援や買物、そういったちょっとした援助を制度化するという

視点によるものと私どもは捉えております。  

   全国的には、先ほどもおっしゃいましたとおり、子育て支援策の

一環として制度化している自治体も全国の中にはあるということ

ですけれども、核家族が進む中で、ますますお母さんだけに子育て

の負担がかかりやすくなっているというふうな見方もあります。松

浦議員御指摘の内容は、子育て支援策として重要な視点であるとい

うふうに考えております。  

   佐川町といたしましては、今後、全国の取り組みや子育てニーズ、

こういった把握を進めまして、子ども・子育て会議、こういった会

議の中で、こういった視点を含めまして子育て支援のあり方を議論

していく中で、検討をしたいというふうに考えております。以上で

す。  

３番（松浦隆起君）  

   ぜひ、今後そういった形で検討していただきたいと思いますが、

大事な点は、私も何度もこういった子育て支援で、健康福祉課の方

との話しもしてきておりますが、やはり行政側の感覚と、それから

現場の、そういった実際にお母さんや子どもさんにかかわってる方

との感覚では若干ずれがあるようですね、私が聞いても。  

ぜひ、そういった会議の中の検討は当然大事ですけども、その前

提として、現場のそういった生の声をぜひ聞いた上でテーブルに乗

せていただきたいというふうに思います。８月 29 日付の高知新聞

の記事でも、全閣僚で構成する少子化社会対策会議、この６月に「少

子化危機突破のための緊急対策」というものを決定をして、その中

で、産後の悩みや育児への不安に対する産後ケア、この強化を打ち

出しております。少子化対策というのは、今、まさに喫緊の課題で

ありまして、30 年後、50 年後の佐川町の姿を決めると、そういう

大事な取り組みがこの少子化対策であります。  

先ほども申し上げましたが、そういった視点から現場の声をしっ

かりと聞きながら、生かしながら、誤りのない取り組みをお願いを

したいと思います。これは、今回、私の質問という形で、今、して

おりますけども、実際に、そういったお母さんや子供さんと常にか

かわっている方から出た、まさに住民の方の要望でありますから、
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しっかりその点を受けとめていただいて検討していただきたいと

いうことをお願いをいたしまして、本日の質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、３番松浦隆起君の一般質問を終わります。  

   10 分間休憩します。  

 

   休憩  午前 10 時５分  

   再開  午前 10 時 16 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、１番森正彦君の発言を許します。  

１番（森正彦君）  

   １番議員の森です。通告に従って、質問させていただきます。  

   質問の前に、今期限りで勇退される榎並谷町長に対しましては、

２期８年間にわたり佐川町の発展に日夜御尽力いただきましたこ

とに対しまして、敬意を表するとともに御礼を申し上げます。どう

もありがとうございました。  

   それでは、質問に入らせていただきます。  

   まず最初に、全国学力テストについてお伺いします。文部科学省

は、８月 27 日、小学校６年と中学校３年生を対象に、４月に実施

した 2013 年の全国学力テストの結果を公表しました。高知県は、

基礎学力を問うＡ問題、これで小学校の算数が全国９位、そして国

語は 10 位と、初めてベストテン入りしたわけでございます。  

   一方、中学校はどうかというと、Ａ問題、Ｂ問題ともに国語、数

学で全国平均を下回り、前回より悪化しているという結果でござい

ました。  

この全国学力テスト、学力向上に当町はですね、どのように取り

組んできたのか、そしてその結果はどうであったか。その対策と成

果、ここ数年の総括をお伺いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。  

教育長（川井正一君）  

   お答えいたします。先ほど議員御指摘のように、つい最近、文科

省から発表がございました。この本テストは、小学６年生と中学３
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年生を対象に、国語と算数・数学の２教科で、それぞれ知識を問う

Ａ問題と、活用力を問うＢ問題からなっております。  

   まず小学校につきましては、先ほどおっしゃいましたように、全

国上位に躍進をしております。高知県につきましては。さて、その

佐川町でございますが、残念ながら全ての教科において県平均を下

回っていますが、県平均との格差は縮小してきております。また、

全国との比較では、いわゆる知識を問うＡ問題、国語Ａと算数Ａは、

全国平均を上回っております。  

次に、中学校でございます。依然として低迷しておるというのが

高知県の状況でございますが、佐川町につきましては、国語Ｂが県

平均を下回っているものの、他の教科は県平均を上回っております。

また、全国との比較では、全ての教科において全国平均を残念なが

ら下回っているものの、全国との格差は縮小傾向にございます。  

次に、取り組みと成果ということでございます。成果という点で

いえば、先ほど申し上げましたように、残念ながら全ての教科にお

いて全国平均を上回るという状況に至っておりませんが、平成 19

年度から平成 25 年度までの大きな流れの中では、着実に全国との

格差は縮小してきておる。それが、ひとつの成果ではないかと思っ

ております。  

それに至る取り組みとしましては、まず、学力向上対策として、

３つの柱を掲げて取り組んでおります。まず１点目が、組織的な校

内研修の取り組み。２点目としまして、子供にわかる授業づくり。

３点目としまして、予習・復習の質と量を高める取り組み。この３

本柱で取り組みを進めてまいりました。  

具体的には、詳細な学力分析による子に応じた指導や、算数・数

学の単元テスト、さらには国語、算数・数学の学習シートや家庭学

習の手引きなどの活用に加えまして、町独自で取り組んでまいりま

した大学の先生をアドバイザーとして招聘し、授業研究を通じて教

員の指導力を向上させる取り組みや、全ての教科の基礎となる国語

の力を育成するための読解力や言語力の向上を図る読書活動の充

実などが一定の成果としてあらわれていると考えております。以上

でございます。  

１番（森正彦君）  

   向上しているということで、喜ばしいことであると思います。県

の方針としては、県も大変力をいれておりまして、授業や家庭学習
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で活用できる、先ほど言ってました単元テスト、あるいは学習シー

トの作成、さらに放課後対策の充実、そこらなんかでも、補修なん

かも、県はしてやっていくと。それから、高知県版学テの実施によ

る授業改善、こういったことが県の学力向上対策の３本の柱である

わけでございます。  

   これに従って、佐川町も実施してきたと思いますが、佐川町とし

てさらに独自で、というか手を加えたということは、先ほどの大学

の先生を招いてのアドバイザーで授業改善ということであったと

思います。  

   そうしておるということですが、当町としての結果の分析、どの

あたりが強くて、どのあたりが弱くて、やっぱりこのあたりが足り

ないよ、と。それから、それを進めていく上での体制とかいうもの

は、どのようにして取り組んだのでございましょうか、お聞かせ願

いたいと思います。  

教育長（川井正一君）  

   お答え申し上げます。さまざまな、県全体で取り組む施策がござ

います。それに加えて佐川町独自に取り組んできたと、先ほどお答

えしたとおりでございますが、やはりさまざま取り組みを進める中

で、特に、基礎的な知識を問うＡ問題、これはまぁ一定、量をこな

せば、ある程度上がるということでございまして、佐川町において

も、徐々にそれは成果として出てきておりますが、やはり大事なの

は、活用力を問うＢ問題の改善、これがまだまだ不十分でございま

す。  

   これは、佐川町に限らず県全体の傾向として、特に全国との格差、

特に中学校はＢ問題でちょっと格差が、これまでは、やや改善方向

で、ずっと中学校も低迷はしておったんですが、改善方向で来てた

ところが、今年度のＢ問題については全国との格差が逆に拡大した

と、そういったことがございます。  

   やはり、そのＢ問題をいかに克服するか、そこが一番重要なとこ

ろでございまして、やはりそのためには、授業改善が１つ。そして

もう１つは、やはり子供の家庭学習をしっかり充実さす、これが大

事ということでございます。  

   こういった点を踏まえて、個々一人一人の学力分析も当然します

が、学校としてどのような取り組みをしてきたのか、そういったこ

ともあわせて今、先般校長会を開催しまして、各校長に対策を考え
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るように、そしてそれに基づいて直ちに２学期以降取り組むように、

というような指示をしております。以上でございます。  

１番（森正彦君）  

   佐川町としての課題も見つけ、分析し、取り組んできたというこ

とでございます。私が、この質問をなぜするかと言いますとですね、

この学力テストは、余り順位とか成績とかの公表はしてないと。学

校別とか町村別とか。新聞に載った関係で、町民の皆さんはですね、

佐川町の結果はどうなのかなという心配をしておるかと思います。

公表。この問題、成果も上がっているようですが、これについては

佐川町としてはどの程度の公表が可能なのか、また、どうするなの

か、そのあたりの考えはどうなのでしょうか。お伺いしたいと思い

ます。  

教育長（川井正一君）  

   お答えいたします。この学力テストにつきましては、前提として

学校別に公表しない、それが条件で各学校が参加されているもので

す。県段階での発表は、当然差し支えないと。全国、県段階。そし

て、今度は、市町村レベルの発表、これは市町村教委が、一定判断

できるようにはなっております。  

   したがいまして、先般、先ほど申し上げました９月３日に校長会

を開催して、今後の学力対策の取り組みを各校長に指示した中で、

今後、佐川町として、この学力テストのデータをどういうように扱

うのか、ちょっと校長会の中で議論してほしいと。やはり高い国費

をかけてデータ収集しておりますので、やはり税金の使われ方の１

つとして、その結果を町村レベルで公表するのも、これもひとつの

考え方であると。  

   ただまぁ、皆さんが特に警戒するのは、こういったデータを公表

することによって、過度の学力への取り組み、なされる、またある

いは、過去にあったようですが、変な学力対策をして、事前に子供

たちに問題を教えるとか、そういった弊害も出たこともございます

ので、そういった点を含めて、来年度以降のこの学力テストのデー

タをどう取り扱うのかを、学校内で、それぞれまた協議をしてほし

いと。そして来年度の方針を、また町の教育委員会に最終的に諮っ

て決めたいということを申し上げている段階でございます。  

１番（森正彦君）  

   私も、公表に関しては、どっちか言うと素人でございますので、
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こうあるべきというつもりはございません。一番大事なのは、子供

の学力が、やっぱり着実に上げていくことができる教育を実施して

いくと、これをお願いしたいわけでございます。そのあたりを、今

後十分検討して、とにかく学力、必要な学力をやはり保障できる教

育を実施していただきたいというふうに思うわけでございます。  

   なおですね、ちょっと気になっているというか、以前は、体力テ

ストも実施しましたですね。やはり子供にとって学力も大事でござ

いますけれども、体力、この体力の向上も大事でございまして、高

知県、体力も余り高くなかったというふうに記憶しておるわけです

が、この体力テスト、あるいは体力向上に関しては、どのような状

況でございますでしょうか、お伺いします。  

教育長（川井正一君）  

   お答え申し上げます。体力テストにつきましても、全国統一テス

トを１学期中に終えております。まだ、そのデータが集計されてお

りません。多分この秋ぐらいには、また学力と同じように、全国の

データ、そして高知県のデータが公表されるんではないかと思って

おります。以上です。  

   ただ、今までの傾向としまして、学力が改善傾向にある中で、体

力につきましてもやはり、佐川町では劣る部分がございました。投

げて、走ってとか、いろんな体力テストやるわけですが、体力も学

校としては、今、学校改善プランというものを立てて、取り組みを

進めておるんですが、その柱が「知・徳・体」この３つの柱を今、

考えて取り組んでおります。  

   「知」の部分でいえば、当然、学力向上対策。「徳」の部分でい

えば、豊かな心を育む。「体」の部分でいえば体力。子供たちの健

康な体力、健康な体と体力を、その３つの柱で、学校として今現在

取り組みを進めておるという状況でございます。  

１番（森正彦君）  

   「知・徳・体」ですか、やっぱりバランスのとれた教育、子供に

育っていってもらいたいということですので、どうか、その部分も

抜け落ちるということではないですけれども、バランスのある教育

を実施していただきたいと、よろしくお願いします。  

   続きまして、酒蔵ロード劇場について、お伺いいたします。  

   町民の間からですね「酒蔵ロード劇場は、やまったがですか」と

聞かれることが何回かありました。皆さん御存じのように、酒蔵ロ



 

 

67 

ード劇場は、上町の白壁に、切り絵の影絵を投影した美しい祭りで

ありまして、文教のまち佐川にふさわしいもので、町外からも多く

の人々が訪れる祭りとなっています。  

   祭りは、毎年７月末に開催されていましたが、ことしは開催され

ていません。そこで、「ことしは、やまったが」ということになっ

たわけですが、ですが、実際は、夏から冬への開催となったことは

私も承知しています。この祭りについて、町民も心配しているよう

に、「どうなったが」といったふうに心配しているように、大変よ

い祭りなのでですね、大事に育てていくべきだと思っています。  

そこでですね、この酒蔵ロード劇場、これが夏の祭りから冬の祭

りへ変更するまでの経過と理由をお聞かせ願いたいと思います。よ

ろしくお願いします。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   おはようございます。酒蔵ロード劇場の御質問にお答えさせてい

ただきます。酒蔵ロード劇場は、御案内のとおりＮＰＯ法人さかわ

くろがねの会が主催する大変芸術性の高い、町内外からの方々たく

さんに大変好評を博している催しでございます。ことしで第６回を

数えることになります。過去５回の開催を通じて町民の皆様に愛さ

れ、また多くの町外の皆様にもおいでいただいており、交流人口の

拡大とか観光振興にも大いに寄与できる佐川町を代表する催しに

なってきているというふうに痛感してございます。  

   ことしは、御質問のとおり、冬場に開催するようになってござい

ます。この催しには、当初から専門の指導員を県外より招致を行っ

ております。昨年の第５回終了した直後に、指導者の方から、この

催しをさらに発展継続していくには、企画段階、実施段階、地域の

方のかかわりがもっともっと必要とのアドバイスがあり、そこで、

次代を担う地域の子供たちのかかわりを持たせた催しにしようと

いう方針になったとのことでございます。  

   そうした方針で、昨年秋から、町内の小中学校、高校に相談した

ところ、学校行事運営の関係上、どうしても 12 月でなければ、開

催は困難ということで、本年は、12 月７日土曜日の開催となってご

ざいます。  

１番（森正彦君）  

   ありがとうございました。どうしてかということのプロセスと理

由をお伺いしたわけでございます。発展的な考え方で、冬開催にな
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ったということでございます。  

   この酒蔵ロード劇場、榎並谷町長が特に力を入れた上町の整備、

それを基盤とした観光振興、その中にあって、大勢の観光客、これ

を呼び込める祭りとしてなくてはならないものと、私は受けとめて

います。しかしですね、町当局では、町内の各地区の祭りと同じで

あり、くろがねの会の主催で、くろがねの会に任せておけばよいと

いうふうな意見も聞いております。  

しかしですね、私は、この祭りは、ほかの地区の祭りとは違うと

思うわけでございます。例えば、斗賀野の「たらふく秋まつり」は、

旧常呂町との交流をもとに始まったものでありますが、基本的には、

町民を主体としたものであるわけでございます。そして、ほかの地

区の祭りも同じだと思います。もちろん他の町村からの来場も呼び

かけてはおりますけれども、やはり基本は、地域住民と、その地域

の出身者、そして友だちとか、そういった感じの縁者に来てもらい、

きずなを強める、地域の人とその親戚縁者、そういった人たちのき

ずなを強める祭りであると、私は思うわけでございます。  

一方、酒蔵ロード劇場はですね、先ほどもありましたが、広く町

外から、多く観衆を呼び込める文化の香り高い祭りでありまして、

佐川町の観光振興には欠かせない祭りであると思います。そして、

今後大きく発展さしていかなければならない祭りであると思いま

す。  

そこで、ちょっと町当局、この祭りの町としての位置づけ、将来

どんなふうにありたいか、そういったことについてですね、お伺い

したいと思います。よろしくお願いします。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   酒蔵ロード劇場、昨年の第５回は、牧野富太郎博士生誕 150 年記

念事業ということで開催され、牧野博士や牧野博士ゆかりの植物の

絵が投影され、そのすばらしさに、見る人、町内外の方々ですが、

大変感動されておりました。私もその一人でございますが。  

このように、先ほども申しましたが、酒蔵ロード劇場は、大変芸

術性も高い。また町外との交流人口の拡大、観光振興、これに既に

寄与しておるし、今後とも大いに寄与できる、まさに佐川町を代表

する催し物であるというふうに認識しております。それに加えて、

本年から、小中学生、高校生が参加していただける。これは、教育

的な視点、さらには次代を担う子供たちへの地域づくりの視点、こ
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ういったことでも大変意義があるというふうに感じてございます。 

さて、こういったさまざまな方向性が、発展が期待される当酒蔵

ロード劇場ではございますが、本年４月に発足しましたさかわ観光

協会、これまさしく歴史的風致ゾーン、エリア、街並み環境整備に

基づきます佐川町に観光客を呼び込む、その中心的なエリアの中で

の催しがされております。だから、前も説明もいたしましたが、こ

の酒蔵ロード劇場に、さかわ観光協会が支援業務として大きなウエ

ートも持っておりますし、ＮＰＯ法人佐川くろがねの会との連携、

これは観光ガイドとか、それぞれの施設をいかに生かしていくかと

いうような連携業務も重要な業務の１つになってございます。  

   今後は、さらに、この両組織との情報交換強化を図るなどして、

町外から佐川町に、酒蔵ロード劇場あり、と言われるくらいすばら

しい催しとして定着するよう大いに町としても連携・支援をしてま

いらなければならないというふうに思うてございます。  

１番（森正彦君）  

   ありがとうございます。先ほど、課長からもありましたように、

この酒蔵ロード劇場は、現在、くろがねの会が主催してくれておる

わけでございます。ありがたいことでございます。  

   しかし、くろがねの会の皆さんもおっしゃっているわけでござい

ますが、高齢化が進んで、また会員も多くないと。ですから、ちょ

っとこれ以上発展するということになると、限界にも近づいている

と、そのようにおっしゃっているわけでございます。私もそう思う

わけでございます。  

   そこでやはり、町当局とくろがねの会がですね、今後、あり方に

ついて方向づけをしていくということが大事だと思います。先ほど、

情報交換もしながら連携をして祭りを育てていくという答弁があ

りましたので、安心しておるわけでございますが、先ほど、人のこ

と、マンパワーのこととかも言いましたが、資金のことにつきまし

ても、この作家さんは、最近、大変売れてきておるわけでございま

す。芸術家という人は、芸術家は作品で生計を立てておるわけでご

ざいますので、売れていくと、それなりにギャラ、報酬が上がって

くる可能性があると。作家さんに引かれると、祭りそのものが成り

立たなくなるという懸念もあります。  

   ことしは、酒井さんに加え、ほか二人ぐらいが同じような、ある

いはちょっと趣向の違ったものを出してくれるとかいうようなこ
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ともお伺いしておるわけです。資金的な面につきましても、よく話

し合って連携をとって、この祭りを発展さしていただきたいと思い

ます。  

ちょっと私がですね、考える中ではですね、もし、この祭りが、

やまる、とした場合を考えるとですね、これほどのいい祭りは、そ

うそうないと。非常に、それと上町の整備、大きなお金を投じて整

備したわけですが、非常にマッチした、課長いわく芸術性の高い祭

り、全くそのとおりだと思うんです。  

この祭りを、もし、なくなると考えたときにですね、例えば以前

にですね、佐川町の祭りとしてよそに発信していける祭りが欲しい

ということが常々言われておりまして、それで「オバケの夏祭り」

というのをやっておりました。これ、何らかの理由でやまってしま

ったわけですが。やまってしまうと、またやはり、佐川には祭りが

必要という住民の声が上がってきた、町民の声が上がってきておっ

たわけでございます。そういったことの中で、酒蔵ロード劇場がで

きたと。再々言いますが、祭りというのは、別に新たなものをつく

り出すということになると、大きなエネルギーが要るわけでござい

ます。エネルギーが要りますし、資金も要ります。また、あるいは、

あれほどの祭りはないかもしれん。そういったことが予測されるわ

けです。  

ですから、この祭りはですね、ほんとによそにはない、いい祭り

ですので、大事に育てていくということをですね、やっていっても

らいたいと。そういうことで、ほんとにくろがねの会の皆さんと連

携をとっていただきたいと。  

それと、祭りの実施、今後、やっぱりマンパワーも不足しておる

とかいうこともあります。その運営形式なんかもですね、実行委員

会形式とか、そういったことで、若い人を実行委員なんかに入って

いただく、若い人のアイデアとマンパワーを活用すると、そういう

方向もとっていくべきではないかと思います。  

そのあたり、運営方法についても、特にくろがねの会さんと、よ

く話し合ってやっていっていただきたいと思いますが、そのあたり、

いかがでしょうか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   ＮＰＯ法人、今言われた年齢とか、マンパワー不足とか、今後と

も将来へ向けて、継続発展していくためには、確かにおっしゃると
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おり、そういった課題・問題、もう現実に、既に、そういった問題

と向き合っていかなくてはならない状況にはなっておると思いま

す。  

   先ほど、小中学生、高校生が参加して絵を描き、切り絵をし、そ

れを投影していくことにかかわっていく、企画段階からかかわって

いく。まさに、次代を担う、そういった芸術家を育て上げる、では

ないですが、その催しを継続させていく、一つの手だてがここであ

ろうかと思います。  

   そして、先ほども言いましたさかわ観光協会ですが、この会の中

にもＮＰＯが会員として名を連ねておりますし、また、先ほども言

いましたような支援業務と、観光協会の支援業務という大きな位置

づけにもしてございます。その中で、先ほど言いましたように、そ

れぞれの課題・問題、率直に町のほうも、観光協会からもお聞きを

していきながら、そういった課題・問題を解決できるような連携体

制というものが必要であろうかと思います。日ごろからの情報の共

有化、そういったことをしていきながら、課題克服に努め、継続す

る催しとして、大いに、今後とも発展できるように取り組めていか

なければならないし、観光協会ができたことをきっかけとして、そ

の方向で努力していきたいということは、先ほど申しましたとおり

でございます。  

１番（森正彦君）  

   ありがとうございました。佐川の祭りを大事に育てていくという

ことで、どうかよろしくお願いします。  

   次に、農地政策、農業政策でもあるわけでございますが、お伺い

します。  

   安倍政権はですね、農林水産業を成長産業と位置づけ、構造改革

の着実な実行を掲げています。そのための中核農家の育成や中核農

家への農地の集積、また耕作放棄地の再生等の施策を打ち出してい

ます。これは、全体としてですね、農業は国の礎であり、食料の自

給率向上、安心安全な食料の供給、国土保全や食料安保等の考えに

基づくもので、これは国民の願いでもあるわけでございます。  

   現在、日本全国で経済産業構造の変化や高齢化の進展でですね、

農業人口は減少の一途をたどり、耕作放棄地も年々増加しています。

これはですね、食料の生産基盤が衰退しているということでありま

す。  
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   本年６月に発表された農業白書によりますと、2010 年の耕作放

棄地は、39 万 6,000 平方キロメートルでありまして、このうち農家

以外が耕地を持つ土地持ち非農家の所有分が半数近くを占めてい

るわけでございます。  

   また、主に農業に従事する基幹農業従事者の高齢化も進行してい

まして、これは 2012 年ですが、65 歳以上が 60％を占めておるわけ

でございます。一方 40 代以下は 10％にとどまっておりまして、年

齢階層別に見て、著しくアンバランスな状態になっておるわけでご

ざいます。  

   このような状況の中で、国ではですね、農地利用状況調査、いわ

ゆる一筆調査というものですが、これを 22 年、平成 22 年から実施

しています。この農地の利用状況調査の結果の内容はどうであった

か、耕作放棄地や土地持ち農家の割合、またこれに対する対策や新

規就農者らを含む農地のあっせん状況、また平成 21 年に農地法改

正でですね、株式会社の農地の貸借が認められました。このような

企業の農地利用状況等をお聞きしたいと思います。よろしくお願い

します。  

農業委員会事務局長（氏原謙君）  

   おはようございます。森議員の御質問にお答えいたします。  

   佐川町では、国の農地制度実施円滑化事業補助金を活用しまして、

町内の全ての農地の利用状況調査を実施しております。調査委員に

は、佐川町の農業委員 16 名が当たり、夏の暑い時期に担当地区を

調査しております。  

   この利用状況調査につきましては、平成 22 年度から始めまして、

毎年、町内のある全ての農地約２万 6,000 筆、約 1,280 ヘクタール

を１筆ごとに調査し、現況ごとに色分けをして農地の状況を把握し

ております。  

   また、国は、この調査期間を平成 32 年までの 10 年間としており

ます。そこで、具体的な耕作放棄地の調査内容ですが、国の言われ

ている遊休地を、緑、黄、赤の３段階に区分し、緑は、すぐにでも

農地に戻るもの。黄色は、機械を入れて耕作地に戻せる土地。赤は、

農地にはもう戻らない、耕作を放棄された非農地となっております。

議員御質問の調査結果ですが、昨年度の調査内容をお答えいたしま

す。  

   全体の優良農地、その中の優良農地ですが、合計で約 941.2 ヘク
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タール、全体の 73.5％にあたります。遊休農地の中でも緑のすぐに

でも農地に戻るものが約 73.3 ヘクタール、全体の 5.7％。黄色の機

械を入れて耕作地に戻せる土地の面積が、約 51.3 ヘクタール、全

体の４％にあたります。残りが赤で、農地にはもう戻らない耕作を

放棄された土地の面積が、約 214.2 ヘクタール。全体の 16.8％とな

った結果でございます。  

   この中で、農業委員会が指導をしなくてはならない農地は、緑と

黄色の合計で、約 124.6 ヘクタール。全体の 9.7％にあたります。

この数値については、平成 22 年度が約 104.7 ヘクタール、平成 23

年度が約 113.4 ヘクタールと、この３年間で、約 19.9 ヘクタール増

加しております。  

   次に、遊休農地への対策と成果についてですが、遊休農地になっ

ている農地の所有者への指導につきましては、農業委員会で検討し

た結果、各地域については、農家の高齢化や後継者不足などで耕作

したくてもできない農地があったりするといった意見もございま

して、まずは、基盤整備ができているところから取り組んでいくこ

とになりました。  

   そして、昨年の調査終了後には、斗賀野地区で県営圃場整備がで

きているということで、その地域を対象に指導を行いました。その

対象者につきましては、11 名で、指導面積は１万 4,695 平方メート

ルで、各担当地区の農業委員さんが、それぞれの所有者に直接会い、

耕作を再開していただくよう指導いたしました。この成果につきま

しては、ことしの利用状況調査が終了して、正常な農地に戻ってお

れば、成果があったものということになるわけです。  

   今後につきましては、圃場整備中はもちろんのこと、平場の農地

についても順次、指導を行っていくことを農業委員会で決定してお

ります。  

   もう一つの対策としまして、佐川町農業委員会では、新規就農者

への農地集積についても、産業建設課と連携して取り組んでおりま

す。今後におきましても、新規就農者はもちろんですが、農家の人

の相談等にも積極的にかかわっていきたいと思っております。  

   また、農業委員会が指導することはしても、新たに耕作をしてく

れる人が見つからないなど、農業委員さんの努力もむなしく、苦労

しているのが現状でございます。このことから、高知県農業公社と

連携をいたしまして、農地を売りたい人、貸したい人、また買いた
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い人、借りたい人などの情報を登録しておく仕組みも始めておりま

す。  

   これからも、佐川町産業建設課と連携をとりまして、遊休農地の

解消に努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。  

１番（森正彦君）  

   ほんとに、先ほども言いましたが、高齢化しておる中で、年々遊

休農地が増加しておる。そういうこと問題として、一筆調査を、農

業委員会の皆さんが、暑い中されておる。そして指導もされてる。

大変御苦労なことであると思います。  

   先ほどの質問の中で、平成 21 年の農地法改正で、株式会社の貸

借が認められましたが、そのような実績は、どのようになっておる

でしょうか。  

農業委員会事務局長（氏原謙君）  

   失礼しました。答弁漏れでございますが。それにつきましては、

23 年度にファイティングドッグスのほうが「農地を借りたい」とい

う情報は来ておりましたけど、最終的には、その契約まで至りませ

んでしたので、現在、その実績はございません。  

１番（森正彦君）  

   農地施策、大変でございましてですね、しかし、やはり国土は限

られておりまして、そういうの中で、自給率を向上していくという

ことになると、耕作放棄地、これを解消していかなければならない

ということで、国のほうでもですね、耕作放棄地の解消に向けて、

県単位でですね、農地中間管理機構を設置するというようなことが

報道されておるわけでございます。これは新しい取り組みであるわ

けでございますが。これはですね、その機構が耕作放棄地を借り受

けて、新規就農者や担い手に集積することを目的としておるわけで

ございます。  

   この機構、ひょっとするとですね、塩漬け農地中間管理機構にな

りはせんろうか、というて心配、悪口もあるわけでございますが。

実際ですね、これは実施するとなるとですね、県がやるといっても、

町村が手足となって動かなければ、実際、無理ではないかと思われ

ますが、具体的に何か、連絡はあっているでしょうか。  

農業委員会事務局長（氏原謙君）  

   お答えいたします。農業公社が行おうとする中間管理機構、仮称
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ではございますが、このことにつきましては、農業委員会の県の研

修会で、国の動きということで、農地、農業委員会制度をめぐる情

勢についての報告の中で、少しございました。農地の中間的受け皿

として、国は、県農地中間管理機構（仮称）を考えているというこ

とでございます。  

   ただし、この会の中でも、情報としては、なかなか詳しいところ

までは、よくわかってなかったようでございまして、今後、その市

町村への業務委託を考えているということも聞いております。  

   しかし、今の状況で、市町村へ業務委託がされるとなると、人的

なフォロー等でもないと、非常に厳しいというに思われます。また、

別情報としましては、国の５月 31 日の第 11 回規制改革会議におい

ては、民間委員さんから、農地中間管理機構に農業委員会を関与さ

せることへの懸念や、農業委員会自体の見直しについての発言もあ

ったというように聞いておりますので、今のところ、どうなるか全

くわからないような状態でございます。以上です。  

１番（森正彦君）  

   まだまだということでございます。ございますが、農地を耕す、

農地を耕して、主に農業に従事する基幹農業従事者、この年齢構成

は、高齢者の割合が非常に高く、高齢者が中心となって地域農業は

維持されておるというような、先ほどにも数字でありましたが、現

在、農業に従事されている方がですね、順次、リタイアされると、

耕作放棄地は、ますます増加することになるでしょう。  

   そこでですね、先の、農地中間管理機構の設置ということに国は

考えたわけであると思います。しかし、この農地を預かる、預かっ

て中核農家に貸し付ける、とするといたしましても、大区画の近代

的圃場でないとですね、借り手がなかなか出てきません。塩漬けと

なりかねません。そういうことですので、今後、地域の農業を守る

ために、農地政策というのは非常に重要な課題でありまして、農地

政策としての土地基盤整備は、欠かせないわけです。  

   そこで、現在の、当町の圃場整備率とですね、今後、圃場整備が

可能と思われる地区と面積は、どれぐらいあるのか、また、その計

画はあるのかをお伺いしたいと思います。また、基幹農業従事者の

年齢構成も参考としてお聞きしたいと思います。よろしくお願いし

ます。  

産業建設課長（渡辺公平君）  
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   お答えいたします。まず、基幹農業従事者の平均年齢でございま

すが、男女平均で 67.5 歳。男性が 66.8 歳、女性が 74.2 歳となって

ございます。  

   次に、圃場整備の、現在の状況でございますが、佐川町では、圃

場整備、近代的な圃場整備は、昭和 51 年に始まり、昭和の末期か

ら平成 10 年度までに盛んに行われてございます。これを地区別で

整備済面積を申しますと、加茂地区で 36 ヘクタール、尾川地区で

は 23.3 ヘクタール。これは県営圃場整備でやりましたヒロセ、そ

れと構造改善のハザコと西山耕でございます。斗賀野地区には、永

野、鳥の巣を含みまして 142.6 ヘクタール、それから黒岩地区は、

上黒原の 4.3 ヘクタール、合計が 206.2 ヘクタールとなってござい

ます。  

   圃場整備を実施していくのには、農業振興地域の中の農用地に指

定され、なおかつ実際に耕作されておる、あるいは再生可能地が対

象になってまいります。これは 619.5 ヘクタールありますが、これ

を分母にして整備率は出さないきません。  

   そうしますと、佐川町の圃場整備率は、33.3％ということになり

ます。未整備のところが、これの差し引きですので、413.3 ヘクタ

ールということになってまいります。  

   そこで、圃場整備の可能性のあるところとかいう御質問もござい

ました。計画は、という御質問もございました。これで、今申しま

した農用地の 400 ヘクタール余りの中で、今現在、圃場整備、以前

は 20 ヘクタール未満の構造改善事業とか、20 ヘクタール以上 60

ヘクタール未満の団体営事業とか 60 ヘクタール以上の県営圃場整

備事業というのがございましたが、現在、主流になっておるのは、

県営圃場整備でございます。これが、面積が 20 ヘクタール以上と

いうふうになってございます。  

   圃場整備をやっていくのには、やはり、この県営圃場整備の導入

ということが考えられます。そのため、これをベースに、農地の集

団性とか連続性とかいうことのみを考えて、圃場整備の可能性があ

ると、圃場整備事業の可能性があると思われる地区を申しますと、

尾川地区のウマキノから柳瀬川の下流で室原あたりまで、それと、

佐川町丙の立野川流域、黒岩の庄田から平野までの柳瀬川流域、そ

れから黒岩地区の二ツ野から庄田までの中野川流域、こういったと

ころが、可能性が、単なるその面積的な集団性、連続性だけで捉え
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て言えば、そういうふうになろうかと思います。  

   耕作放棄地も増えてございますが、基幹作物の振興、集落営農の

展開とか、地域の担い手の確保、さらには、それぞれの集落の維持

発展ということを考えていきますと、これらの地区で圃場整備がで

きれば、非常によろしいというふうに、私自身思うております。  

   ところが、現実的には、佐川町に、現在、圃場整備の計画は全く

ございません。ただ、柳瀬川の下流域、河川改修がされてないとこ

ろの河川改修にあわせて、黒岩地区でございますが、河川改修にあ

わせて圃場整備の必要性の声が、随分大きくなってございます。そ

のため、越知町の方と黒岩地区の有志の方にお集まりいただき、県

の方に講師になっていただき、圃場整備についての勉強会を、現在、

行っておるところでございます。  

   現在のところ、実質的な可能性があると思われるのは、この勉強

会をしておるエリアではなかろうかと思うてございます。  

１番（森正彦君）  

   圃場整備をしなければ、なかなか今後の農業、継続発展は難しい

ということでございますが、圃場整備は、実際に実施するとなると、

なかなか難しいものでございます。そして、今、難しいところが残

っておるということも実際であります。  

   しかし、それでもですね、当町の農業施策として大変重要な施策

であることには間違いないわけでございますので、今後の努力をお

願いしたいところでございます。  

   なお、政府のですね、2014 年度の農林水産予算の概算要求の中

でですね、農業農村の所得倍増を目指す取り組みの１年目としまし

て、２兆 6,093 億円の概算要求をしているようでございます。これ

は、昨年を 13.6％上回る規模でありまして、その中で、農業農村整

備事業は、特に、地元からの要望が強いことからですね、前年比 20％

増しで要求されているようでございます。農地の基盤整備や耕作放

棄地の再利用への措置が含まれているようでございます。  

   政府もですね、農地政策に力点を置いていますが、しかし大事な

のはですね、よく課長とも言いますが、手段であって目的ではない、

ということでして、この農地をですね、生かす、そこで、活発な営

農活動がされることが重要であると思います。  

実際は、農地を生かして使う現場と人の組織、これが、人、組織

が優秀といいますか活発でないと生きてこない。そういう中で、例
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えば、集落での話し合いで策定する「人・農地プラン」あるいは集

落をみんなで守っていこうよとする集落営農、また農業後継者の育

成、あるいは新規就農支援とか、園芸の振興などですね、農地政策

が農業の振興となることの施策がですね、必要となるわけでござい

ます。農地を生かすためのですね、農業政策を、まとめて簡単にお

聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   先ほども申しましたように、やはり前提になるのは、手段、基盤

整備でございます。農地用排水路、農道等を含めた基盤整備の改良、

充実というものが必要になってまいります。  

   それで、目的達成の、していくときにはどうするか、先ほども申

しましたように、やはりその地域が、集落が維持発展、継続してい

かなければなりません。そこで、重要なのが、農業の担い手となる

担い手を育成していく、ということが必要になってまいります。  

   １つ目には、先ほども言いましたが、基幹作物への振興というも

のが重要な要素になります。人・農地プランの作成とか、流動化と

か、それと施設園芸でしたら、レンタルハウス導入とか、そういっ

たことがございますが、佐川町の場合、この後継者とかいうのを見

てみますと、これは、新規就農支援交付金、これで、昨年度から事

業を始めてまいりました。  

これで、昨年度、交付が決定された方が 10 名、本年度交付が決

定される方が 13 名ございます。この方々、圃場で見ていきますと、

この方々が農業就農された場所の圃場で地域別に見ていきますと、

斗賀野が５名になっております。この斗賀野の５名のそれぞれの作

物を見ていきますと、ニラが３名、野菜が１名、ショウガ・ピーマ

ンが１名となってございます。それと、尾川のほうが、これヒロセ

の圃場をしたところですが、斗賀野は全て圃場整備したところ５名

入っております。ヒロセが１名。尾川はヒロセ１名。これも圃場整

備したところへニラが入っております。それから黒岩地区が７名お

ります。大変多ございまして７名おりますが、この方々を見ていき

ますと、ショウガが４名、ショウガとミシマサイコが１名、ショウ

ガとお茶の組み合わせが１名、イチゴと路地野菜が１名というふう

になっております。  

まさに、これを見ますと、圃場整備やっておるところに、斗賀野

も尾川も新規就農者が入っておる。そこで所得向上に向けて努力さ
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れておる。黒岩地区では、圃場整備ができてなく、農地も冠水する

ということでありますので、それを避けて、どっちかといえば畑地

作物的なものが実施されております。  

ここで、それぞれの基幹作物の農業振興は当然、今後とも過去に

も増して実施していかなくてはならないわけですが、ここで一番重

要なのが、圃場整備をしてもしなくても、佐川町の水田の大部分の

耕作を占めるのは、水稲であるということが言えるわけでございま

す。  

水稲は、主食米と、一部では酪農牛の餌として飼料米とか飼料稲、

いわゆるダブルシーエスなんかをやっておりますが、これの拡大も

当然図っていかないきませんが、水稲栽培の場合は、水稲だけを捉

えていたら、先ほどの 68．いくつかという年齢が、これ 70 を大き

く越すような状況にもなっております。農家１戸１戸では、大きな

機械を購入してからやれるのには、もう既に限界に達してきておる

農家ということで、水稲栽培というのは、現実は、将来へ向けては

無理な状況であるということが言えます。  

そこで、今、進めておるのが、集落の皆さんで話し合い、ともに

考え、農地や農業、地域の維持発展を目指す、こういった活動を取

り組んでくださいと、これが集落営農という組織ですが、この中で、

オペレーターの確保して農作業の受託をするとか、農業機械の共同

化をしていくとか、共同の栽培をしていく、水路、耕作道の維持管

理も共同で行っていく、さらには、六次産業化へ向けて直販、加工

の共同活動と。こういった取り組みをできるように組織の普及に努

めてございます。  

現在、平野に「ラーブ平野」、鳥の巣に「エコファーム鳥の巣」

というのが設立され、大いに活動しておるところであります。また

現在、室原、あるいは西山ハタゴ地区で、この活動へ向けての勉強

会が行われております。  

こういったことを取り組みながら、地域農業の発展、集落の維持

発展ということに大いに取り組んでいかなければならないし、取り

組んでいきたいというふうに思うてございます。  

１番（森正彦君）  

   ありがとうございます。農地を生かしてですね、やはり佐川町の

産業としての農業をやっぱり維持発展さしていく、また、その佐川

町の原風景は、お米のある、そして茶畑のある、梨畑のある、これ
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が佐川町の原風景であると思いますので、そのあたり適切な施策で

農地を生かしていくということをよろしくお願いしたいと思いま

す。  

   次にですね、農地ではなくして宅地の政策についてお伺いします。

「またか」と思われるかと思いますが、なぜまた質問をするかと申

しますと、また、しなければならないから、また、するわけでござ

います。  

   町有の住宅団地については、平成 22 年６月から販売促進対策を

講じるべきと、再三質問をし、対策を促してきましたが、私には、

対策が何ら見えてこないわけでございます。時あたかも、といいま

すか、消費税の増税関係でですね、住宅の建設が増加しておるわけ

でございます。住宅の建設が増加しておるということですと、土地

の需要があるということですが、町有のですね、かいな小富士団地

はですね、18 区画が売れ残ったままであるわけでございます。なぜ

かというと、これは価格が高すぎるわけであります。  

平成 15 年の分譲受付開始時期からいうとですね、佐川地区の土

地下落率は住宅地平均で 30％下落しておるということをお聞きし

ておるわけでございます。これではですね、現在ですね、土地購入

を希望している人たちにとってはですね、割高感というよりもです

ね、手が出ない価格ではないかと思います。  

つきましてはですね、この町有団地、その販売対策を、どのよう

に実施してきたのかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。この問題につきましても、先ほどの松浦議

員の防災メールと同じように、何度か御質問をいただきまして申し

わけございません。何度か御質問をいただいたということもありま

すが、いくつかの検討案を考えております。  

   その内容につきまして御説明をさしていただきます。まず、現在、

先ほどおっしゃいましたように、売れ残り区画は 18 区画というこ

とで、なぜ、こうした売れ残り区画が生じたかということについて、

ちょっとこちらの認識を申し上げたいと思いますが、まず一つは、

販売当初において適正な売り出し価格であったかどうかというこ

とです。  

   また、景気の低迷と相まって地価の下落、先ほどもおっしゃった
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ように、発売開始以降 10 年間で約 30％の下落が、こういう下落が

顕著であったと。そして時価にかかる単価の見直しがなされずに実

勢価格との乖離が生じているというようなことも上げられると思

ってます。あるいは、子育て世代のマイホーム用敷地としては、現

在の売り出しの区画が適正な面積であるかどうか、要するに、つま

り広すぎるのではないかということが考えられると思ってます。  

   また、そのほかの立地条件、地形とか日当たりとか、傾斜等が必

ずしも良好ではない、特に売れ残っている区画については、そうい

うことがあるのではないかというようなことを認識しております。 

   それで、その後、具体的に検討したことを御報告を申し上げます。

初めにも言いましたように、区画の面積が広すぎるのもネックにな

っているのではないかということで、区画面積を見直す観点で、標

準的区画というものを設定いたしました。  

   それを、初めての道路、あそこは、基本的に、道路８メートルぐ

らいの広さがありますんで、８メートル道路に接していて、間口が

13 メートル、奥行きが 18 メートル、地積が 250 平米の区画で、具

体的に言いますと、かいな小富士団地の 22 号区画地がそれに当た

ります。ちょうど 22 号区画地というのは、そのかいな小富士団地

のちょうど中心部に当たる位置をいたしますが、それで、小富士団

地には、地形的に変更可能であり、かつ他の区画と比較して広い区

画を検証すると、そういうものを検証いたしますと、７筆あります。 

   具体的には２号、５号、38 号、39 号、40 号、41 号、42 号の区

画地で、これらの平均坪数が 89 坪です。これらの区画地を、先ほ

ど７筆と申し上げましたが、それを 11 筆、そして平均坪数を 56 坪

に分割縮小する案を、現在、検討しております。  

   これにより、面積も適正といいますか、いわゆるマイホームで、

若い人たちが買うにも適正な面積になって、また分筆により価格も

案分的に下がるということになりますんで、その結果、購入意欲も

喚起され、販売促進が多少なりとも加速されるのではないかという

に考えております。  

   今、現状は、以上のような検討案を策定しておりますが、それが

現在の状況でありますが、ただ、いずれにいたしましても、このよ

うな方法を実施し、販売を促進していくためには、用地測量とか、

それからあと分筆、給排水施設布設工事等の、これらはちょっと多

額の費用が発生するということも考えておかなくてはなりません
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が、今後におきましても、議員各位初め、各関係者の皆様の御意見、

御協力をいただいて、より、この検討を進めさしていただきたいと。

そして、具体的に販売促進に務めていきたいと思っております。以

上です。  

１番（森正彦君）  

   来年度のですね、４月から消費税が８％になるということが出て

からですね、随分、住宅が建設されておるわけでございます。これ

は先にも言いましたが、土地販売の大きなチャンスだったわけです。

消費税が上がっても、補助金が出ると。これは 30 万を上限にとい

うことですので、1,000 万につき 30 万かな、100 万につき３万かな、

まぁ 1,000 万以上になったら、もう 30 万で終わりということです

ので、やっぱり駆けこみで建てたほうが得ということになるわけで

ございますが。  

   私、平成 22 年度に土地開発公社を解散したときにですね、解散

はやむを得ないとしてもですね、後が大丈夫かな、普段、一般事務

をしている職員がですね、販売の責任者にならなければならないと。

そういったことで、この難しいことができるかどうかなということ

を危惧しておったわけですが、これが現実となったわけでございま

す。  

   この団地は、今でも時価にしたら１億円以上ぐらいのものが眠っ

ておると思われるわけでございます。ここに住宅が建設されるとで

すね、数十人程度の人が住むことになりまして、建設に関する経済

効果と建設後の住む人の経済効果と、両方の経済効果が出てきて、

非常に経済効果大であることは、これはもう明白であるわけでござ

います。  

   先ほど、お聞きしますとですね、検討案を策定して、また検討す

ると。ずーっとお答えが検討ばっかりなんですね。前へ進んでない

と。なぜ、なぜ対策を出さないのか、出せないのか、もう何年もた

っていますが、なぜ、必要性をどう感じているのかとか、思うわけ

ですが、ちょっとアバウトな質問になるんですが、なぜ、対策が出

せないのか、そのあたりはどのように、例えば、業務が余り忙しく

てできなかったとか、このあたりが非常に難しかったのか、そのあ

たりはどうなんでしょう。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   森議員さんの、かいな小富士団地の、いわゆる販売についての御
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質問でございますけども、これは、この議会でも、ほんとにたびた

び御議論いただいております。私どもにとって、一番頭の痛い状況

でございまして、土地開発公社のいわゆる廃止に至った経緯も、こ

の団地が非常に売れにくいといったことで、もう業務そのものが停

滞したと。そんな背景もありまして、廃止した経過がございます。 

その中で、御案内のように、この 10 年間の間に、社会情勢が急

変したということが一つございます。それは、一つは、いわゆるデ

フレの景気低迷で、どんどんと、収入も落ちてきた、そのこともご

ざいます。半面、周囲の土地の価格も下がってきた。この背景がご

ざいますけども。  

この中で、町として、いろいろ御意見もございました。民間の不

動産業者の皆さんにも協力をいただいて、これ、販売契約もいたし

まして、販売促進もお願いをした経過もございます。そんな中で、

不動産の専門の業者からは、「もうこの際、単価を下げなければ売

れませんよ」というような指示もいただいた経過もございます。  

そうしたことを受けて、町としては、子育て支援も、対策も含め

て、これに補助をつけた経緯がございます。これは、150 万、200

万。それで、一部、何区画かは、これを利用していただいた経過が

ございますけども、その後も、御案内のように土地は下落し続けて

きた。そして、景気は上向かない。若い者の収入が減っていく。そ

して若者の定住がなかなか促進しないと。そんな背景でございます

けども。  

単に単価を下げると、これはまぁ一番アピールするにはしやすい、

私もそう考えております。ただ、10 年前に売り出したときの価格、

これは、この前に、総務委員会の皆さんと、現地へ私も調査に行っ

たときに、その周囲の方々から、「補助をつけることも、我々非常

に迷惑だ」という声もお聞きしました。ということになりますと、

これで 30％の、いわゆる定価を、土地の価格を下げて売り出すとい

うことになると、買っていただいて、まだローンも払っていただい

ておる方もおられると思います。そうした人たちに、どういうふう

に説明をしていくか、理解をしていくか、このところが一番の私も

頭の痛いところでございまして、今回、検討さしていただいた中身

は、ただ単価を下げるということだけじゃなくて、売りやすい、若

い人の、いわゆる収入の少ない層に買っていただくには、実際の持

ち出しを少なくするということで、区画を、もう一度見直して、少
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なくしたら、とそういった案も含めて、今回検討さしていただいて、

先ほど総務課長のほうからも説明していただいた内容でございま

す。  

経過的には、そういうことでございまして、決して、その業務が

忙しいから、あれが売り出してないということではございません。

今まで行政としては、最大の努力を払いながら、いろいろ協力も皆

さんに求めながら、取り組んできた経過がございますので、御理解

を願いたいと思いますし、また区画の、先ほど、若干お金もかかり

ますけども、これをもう一度検討をいたしまして、できるだけ販売

促進につながるような形をもっていけたらというに考えておりま

すので、御理解を願いたいと思います。  

そしてもう一つ、先ほど、消費税、来年の４月から８％というこ

とで、駆け込みもあるというに伺っておりますけども、それに間に

合わすように、なかなか私は、今、すぐにあそこを、土地を下げて

ということには、なかなかなりませんので、ちょっとまぁ、検討、

検討ということで、まことに申しわけございませんけども、そうい

う背景が、ひとつ行政の中にはあるということも御理解を願いたい

と思います。以上です。  

１番（森正彦君）  

   消費税が上がることに関して、間に合わないということ、それは

もう、とうからわかっちゅうことで、その前に手を打つべきだった

ということを私は言っておるわけで、今からやれということを言っ

ておるわけではございません。当然もう間に合いませんから。  

   そういうことを予測して、予測というか、もうわかっておるわけ

ですから、早く手を打たなければならなかったということです。今、

町長は、最大の努力をしたと。最大の努力は、最大の努力で検討し

たと。検討したことが最大の努力というふうに私は聞こえたわけで、

結果的に何もできてないから、検討しただけの話ということになる

わけでございます。  

   私は、なぜ、売れなかったかという原因の１つとしてですね、体

制ができていなかったのではないかというふうに思います。総務課

が担当することに関して、私は、無理があると思います。しかし、

総務課が担当しなければ、それは仕方ないでしょう。  

   そういう中で、誰が担当なのか、あるいは担当がいても名ばかり

で、ほかの多くの業務を抱えて十分な対策ができなかったのではな
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いかと私は思っておるわけでございます。  

   それからもう１つは、トップのリーダーシップが足りなかったと。

販売促進への意識が弱かったのではないかと思います。これは、今

言っておる、分割するとか、いうようなことを早く、やっぱり実施

すべきであったと。そういったことのですね、やっぱりこれは早く

しなければならないよ、いうことをやっぱり指摘して、指示するべ

きであったのではないかというふうに思われます。  

   いずれにしても、このままでは売れないことは、もう明白である

わけでございます。販売対策の案は、今までも、提案してきました

し、片岡議員からもありました。とにかく、要するにですね、土地

を買ってもらえる条件にしないといけない、ということでございま

す。  

   売れてこそ、当初の目的であるですね、定住人口の増加、そして

地域経済の活性化につながるわけでありますので、とにかく、実際

に買えるような条件にするということが大事であると思います。先

ほども、ほんとに理由はわかっておる、発表がありましたが、早く

対策を具体的に打ち出すべきであるというふうに思います。とにか

く、施策は、やりっぱなしではなくてですね、きちんと後始末をす

る、後始末をすべきだと思います。具体的な施策を打ち出すべきと

思います。  

   答弁をいただこうかとは思うておりましたが、お願いをいたしま

してですね、私の質問を終わりたいと思います。とにかく、当初目

的の実現のための具体的施策の早期実施をお願いしたいと思いま

す。  

   なおですね、これで、私の、今回の質問を終わらせていただいま

すが、なお、一期４年間の定例議会におきまして、毎回質問をさし

ていただきました。それに対してですね、丁寧な答弁をいただきま

したことをお礼申し上げます。ありがとうございました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、１番森正彦君の一般質問を終わります。  

   ここで、食事のため１時 10 分まで休憩します。  

 

   休憩  午前 11 時 37 分  

   再開  午後１時 12 分  
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議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、７番氏原義幸君の発言を許します。  

７番（氏原義幸君）  

   ７番議員の氏原です。すいません、風邪でちょっと喉を痛めまし

て、大変聞き取りにくいと思いますが、失礼します。通告に従い、

質問させていただきます。  

榎並谷町長さんは、10 月に勇退されますので、最後の質問をさせ

ていただきます。質問の１番目は、榎並谷町政２期８年の成果は、

という質問でございます。  

   榎並谷町長さんは、１期目の出馬のとき、11 項目の公約を掲げて

出馬いたしました。２期目の出馬の前の一般質問の答弁では、町民

の信頼と理解が得られれば、２期目も担当させてもらいたい、との

ことでした。１期目の 11 項目の公約の実現は、60％ぐらいであっ

たので、残り 40％は、２期目で達成するとのことでありました。２

期目の出馬時は、具体的な公約はされずに出馬されたと思います。

３年の 12 月議会の質問で、公約はどれくらい実現されたか、の質

問では、80％ぐらいできたと答弁いたしました。その後、８カ月に

なりますが、榎並谷町長、８年間の町政、公約を含めてのどれくら

いの事業ができたと、実現できたと思ってますか、答弁お願いしま

す。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   氏原議員さんの御質問にお答えいたします。８年間の自分の成績

評定というような御質問だと思いますけども。これは、なかなか成

績というのは、私、自分自身でジャッジはなかなかできにくうござ

いますけども。この議会を通じて、いわゆる、私が町長を目指した

ときに、公約というか、これは、やはり約束事として、やらなけれ

ばならないこと、そして、やれたらいいということ。そして希望的

には、こういう方向になったらいいというのが、私たち、選挙を受

ける者の基本的な考えじゃないかなというに思っております。  

   先ほど、11 項目というお話がございました。ほんとに、細かい話

でございますけども、私が、当初、町長にお願いするときに、これ

は、こういう御時世です。なかなか大風呂敷を広げても、なかなか

実現は難しかろうというような思いがございまして、自分の手幅に

かなうこと、その中で、どうしてもやらなければならないこと、そ
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して、これはやれたらいいなぁと。そして将来的に、こういう姿だ

ったらいいなぁというような方向で、この８年間、議会の皆さん、

そして町民の皆さんにも御協力をいただいて、やってまいりました。

その中で、先ほど、いわゆる公約の達成率というのは８割というお

話ございました。  

   ただ、自己的には、やっぱり８割まだいってないじゃないかとい

うに思っておりますけども。まず、行財政改革、これは、御案内の

ように、この 24 年度の資料でも、ここでお話申し上げましたけど

も、これは、私の力というより、社会の情勢が後押しをしていただ

いて、財政の基盤には、若干、改善された形跡がございます。それ

は、非常に、私にとっても、ありがたいことだというに思っており

ます。  

   また、職員の定数管理、これはまぁ行政改革の一番の柱にもなる

わけでございますけども、これは、この議会でも、いっつも御指摘

がいただきましたように、大変少ない職員で、そして給料は県下で

も安いというような指摘も受けながら、８年間、職員の皆さんには、

大変厳しい状況でございましたけども、御協力をいただいて、これ

までやってこれたと。その間に、できるだけ、職員の負担も軽減を

したい、との思いがございまして、いわゆる事務の改善、いわゆる

組織の見直し、そういったものを踏まえて、できるだけ効率的な事

務の運営を図るべく、これはまぁ、いろいろ皆さんにも御協力をい

ただいて、やってきたというに思っております。  

   そういった意味で申し上げますと、一番の柱でございます行財政

改革につきましては、ある程度の、この８年間では成果がいただけ

た、そういう評価がいただくんじゃないかなぁと、いうに思ってお

るわけでございます。  

   そして、２つ目の柱としては、やはり、基盤整備、これがかかっ

てくるわけでございますけども、基盤整備につきましても、大変私

ども、非常に財政の自主財源の厳しい中では、どうしても国なり、

頼らざるを得ないというな状況の中で、ある一定のやらなければな

らないところについては、実行さしていただいたかなぁというに思

っております。  

   １つは、大きな節目は、水道管。これは、ほんとに命にかかわる、

いわゆるインフラでございまして、これの石綿管というのをおかえ

をさしていただいて、これは、おかげさまで、ある程度、成果を見
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せていただいたかなぁというに思っております。  

そして、インフラの整備の中で、これといって大きな事業、町の

事業というのはないわけでございますけども、御案内のように、玉

割小橋、こういった大変、１億を超す事業でございますけども、こ

れも 25 年度中には成就できるといったことで、そういったことで

基盤整備につきましても、今、我々がかなう手幅、そして国なり県

なりの力添えをいただきまして、ある程度、一定の成果はいただい

たなぁというに思ってます。  

そして町道、あるいは町の整備だけじゃなくて、町内の県道、そ

して国道、この整備につきましても、これは県なり、あるいは国な

りのお力添えをいただきまして、まだ、県道につきましては、町内

の……線、整備の途中でございますけども、ある程度、一定のめど

が立ったというふうに私は自負をいたしておりまして、これも地権

者の皆さん、あるいは地域の住民の皆さん、御協力のおかげだとい

うふうに思っております。  

また、もう一つ、国道の話がありましたけども、さしていただき

ましたが、494 号、これも佐川町にとりましては、須崎の高速道路

へ直結するということで、これは町を挙げて、そして地域を挙げて

県なり国なりにお願いをした経緯がございました。一部、佐川町で

はバイパスが開通いたしておりまして、これの成果は大変大きなも

のがあるというに思っておりまして、引き続きまして斗賀野地区、

斗賀野トンネルから須崎市側にも昨年来、工事を着工していただい

て、できるだけ早く整備してくれということで、ずっとお願いをし

てございまして、これも一定の成果が上がってきたというに思って

おります。  

そして、もう一つは、国道 33 号の佐川トンネルでございます。

これは、佐川中学校の移転とも絡みましたけども、歩道、これは大

変狭い、危険なところでございまして、これは 50 年代に整備され

たバイパスでございまして、当時は、あれで十分かなということで

すけども、時代の変化とともに安全性が確保されないということで、

これも早速、国にお願いをして、25 年度中にはめどが立つというふ

うな状況でございます。  

そうしたことで、インフラにつきましては、私の８年間の間に、

ある程度、一定のめどがついた、そして将来へ向けての、ある程度

の方向性が見えてきたというに思っております。そして、道路の維
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持管理につきましても、できるだけの安全性を保つための施策は取

り組んできた、そういう思いがするわけでございます。  

そして、産業振興。これは氏原議員さんにも、しょっちゅう言わ

れました。佐川の主な産業は何ぜよ、と。こういうことで、これは、

いわゆる農業が中心であるというふうに、ずっと私もお答えをして

まいりまして、農業の振興については、これは一生懸命やらなけれ

ばならないというふうに申し上げてきておりましたけども、そのこ

とについては、なかなか成果が上げにくいと。いわゆる新しい就農

者も、そんなに数は増えないし、けさの議論の中でも、荒廃地が増

えて、それの処置についても大変厳しい。そして後継者がなかなか

育ちにくい。そしてもう一つ、米農家が主体でありながら、これ米

だけでは生計が立てられないと、そういった流れの中で、一次産業

についても重要視をしてまいっております。  

そして、ブランド化という話をさしていただきましたけども、な

かなかそれも功を奏しておりませんけども、尾川の棚田米「いなき

づくり」、そういったことで、これ、ほんと微々たるもんでござい

ますけども、町外へ注文もある一定来ていただけるんじゃないかな

というふうに思っております。  

そして、一次産業の中で、酪農家も町内には多いわけでございま

すけども、酪農も大変厳しい状況、今、ますます円安が進んでまい

りますと、飼料が高くなって経営が厳しいという話でございます。

その中で、ブランド化ということで、これは高知県の産業振興計画

の補助もいただきまして「ぢちち」ということで、ある一定、これ

が爆発的に、大きゅうなったということではございませんけども、

町内外、大変、佐川の牛乳「ぢちち」が好評をいただいておる。そ

ういう思いで、産業振興計画につきましても、一次産業を中心にや

らしていただきました。  

そして、佐川町には二次産業というのが、ほとんどないわけでご

ざいまして、私は、今の造り酒屋、司牡丹でございますけども、こ

のあたりも、地域のほうの産業の１つとして発展をしてもらいたい

と、思いで、これの販売の増加に、一役まで担ってないですけども、

努力をさしていただいた。そういう思いで産業の振興につきまして

も、何らかの形で努力をしてきたところでございます。  

そして、この昨年来、大変、この産業振興計画の中でも、いわゆ

るエネルギーの、循環エネルギー、いわゆる太陽光、これが大変追
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い風になってまいりまして、これは一つは、国の上げた電気料金の

固定買い取り価格制度、これが成立しましてから、民間の需要が大

変高まって、御案内のように、鷹ノ巣の養豚団地跡、これも大変私

も、跡地の利用について頭を痛めておりましたけども、こういうこ

とで、今、業者のほうに、鋭意工事が進んでおりまして、やがては、

そこから 1,500 キロワットくらいの電気が、いわゆる四国電力に売

られると。そういったことで、これも一つの産業振興の一端を担っ

たなぁというに思っております。  

そしてもう１つ。これも大変、私、頭を痛めておりました公共下

水道用の跡地の利用でございます。これもなかなか名案が浮かばな

い中で、御案内のように、県の独自の産業振興計画の中のエネルギ

ー対策で、県と町と、そして民間の共同で会社を設立して、ここも

1.3 あるいは 1.5 くらいの発電ができると。それも、産業振興の中

の一つの役割を担ってきたかなぁというに思っております。  

そして学校教育です。これは、教育の中身につきましては、けさ

ほど森議員の御質問の中で、教育長が、佐川町の取り組み等につい

て答弁をさしていただいたところでございますけども、箱物でござ

います。これは、南海地震が、必ず来ると言われる中で、いち早く、

子供たちの安全ということで、佐川町内の小学校、中学校、耐震化

の工事を急いできたわけでございます。  

まず最初には、佐川中学校。これは、老朽化を含めて移転をさし

ていただいて、新しい安全なところで中学生に勉強をしていただく

ということでございますけども、そのほかの小中学校につきまして

も、今年度で耐震工事は全て完了するということで、学校教育現場

の施設の整備につきましても、ある一定の成果をいただけたなぁと

いうに思っております。  

残るところは保育園でございます。保育園で、現在、私立の保育

園の２園で耐震補強の補助も行いながら、今、鋭意進めておるとこ

ろでございまして、町立の保育園につきましては、これから診断を

やりまして、それからその次への移行をするわけでございますけど

も、これも早く、何とかやっていただきたいなぁと。それは次への

バトンタッチになるわけでございますけども。  

そうしたことで、一定の子供たちへの安全対策、そして住民への

地震に対する防災意識も、そういった中で、だんだんと培ってきた

かなぁというふうに思っておるわけでございます。  
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そして、病院でございます。これは、病院の耐震化につきまして、

私、公約のほうに、なかなかうたいあげてなかったわけでございま

すけども、この病院の、いわゆる、町立の病院を守っていくという

ことは、最初から私も、一つの大きな思いでやってまいりまして、

御案内のように、県と国との補助が出るという情報の中で、おかげ

さまで、耐震、新しい病院ができまして、若干借金もしてございま

すけども、ある一定の病院の耐震化の工事につきましては、評価を

いただいたんじゃないかなぁというに思っておりまして、そして、

この病院につきましては、これから、中身について、病院の関係の

皆さんとも協力しながら、これから運営につきまして、前向いた姿

勢で、そして地域の、ほんとに安心と安全ができる。健康には、も

う絶対に高北病院に任したらいいと、そういう信頼のいただけるよ

うな病院の運営を、ぜひ願いたいなぁというに思っておるわけでご

ざいます。  

おかげさまで、この 10 月いっぱいには、今、大変、利用者の皆

さんには、入り口が遠ございまして、迷惑かけておりますけども、

10 月いっぱいには何とか完成するようでございますから、ほんとに

生まれ変わった姿と、そして中身につきましても、今、病院長以下、

職員の皆さんが、大変御努力いただいておりまして、当初、８年前

にいただいた高北病院の評価よりも、若干上回ったんじゃないかな

ぁということでございまして、これは、私がどうこうしたんじゃな

くて、やっぱり関係の皆さんの、あるいは町民の皆さんの、やっぱ

り地元に、こういう公共病院を残したい、そして発展をしていきた

い、そして健康をあずけたい、そんな思いがつながってきたという

に、私は考えておるわけでございます。  

そして、これは、いろいろ批判もいただきました。上町の、いわ

ゆる古い町並みの保存、そして活用でございます。これは当初から

私も、大変頭の中にグルグル回っておりました。当初にスタートし

たときには、佐川中学校の移転が始まったときに、そこに、実は、

古い青山文庫の庫舎がございました。それの移築を、いち早く計画

をいたしまして、予算も提案をさしていただきましたけども、その

ときには、まだこうした状況が熟成していなくて、しばらくこれが

頓挫をした経過がございました。  

その後、平成 20 年に、御案内のように、文科省そして農林水産

省、国交省、この３省が共同で提案をいたしました、いわゆる歴ま
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ち法、これが制定をされまして、その歴まち法に認定されたのが、

上町の地区でございます。このときには、全国で 10 市くらいの認

定がございましたけども、その中に、大体で佐川町が２次のときに

認定をしていただきました。  

その状況を振り返ってみますと、例えば、金沢だとか高山だとか、

全国に名だたるところが、そういう認証を受けて、現在は 15 くら

いあるというに聞いておりますけども。四国では佐川町が、１番認

証いただきました。現在、徳島の東祖谷山、あそこ何市になったか、

市でございますけども、そこが２番目、そして大洲市が３番目に認

定されたと。  

そんな経過を踏まえて、上町。国の補助、あるいは先ほど申し上

げました県の産業振興計画の補助をいただきまして、現在、名教館

が 25 年度中の工事へ向けて進行中でございますけども、青山文庫

の庫舎が、今、移築が終わっております。そして、牧野生家の再現

でございます。これはふるさと館として、今、皆さんに、だんだん

と理解をしていただくようになりました。それが１つ完成しており

ますし、もう１つ、浜口邸。これも、いろいろ議論をいただきまし

たけども、お金もかかりました。かかりましたが、今、観光協会の

事務所含めて活躍をしております。10 月の１日からは、一般社団法

人化をして正式に活動できるように、この当議会へ、使用の規定と

か、そういったもの条例を提案をして、これをさらに発展的に活用

していっていただきたいなぁというに思っております。  

ちょっと私も気になりますから、時々上町へ行って、浜口邸のぞ

きますけども、やはり来ていただいた方には、「いいとこですねぇ」

と。「ここでお茶飲みたい」とそういう声もございますから、これ

から先に、活用の方法によっては、私は、大変活気のあるところに

なるんじゃないかなぁというに思っておりまして、ぜひ、今後の皆

さんの御協力もお願いを申し上げたいなぁというに思っておりま

す。  

そして、それに付随いたしますけども、観光協会。これは、当初

から観光協会というのは、佐川町にございましたけども、いろいろ

の事情がございまして、一遍消滅をした経過がございます。私が町

長になったころから、佐川町にはある程度観光資源がありながら、

「どこへどういうふうに問い合わせたらええ」あるいは「どこで弁

当は食べたらええ、というなことを、よく聞かれるけども、何にも
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ないねぇ」というような話を聞きまして、何か観光協会、これは観

光協会を新たにつくるというのはなかなか厳しいというに思って

おりまして、観光協会にかわるような何かをやっぱり組織だってせ

ないかんという思いがございました。このことが、今回、大変皆さ

んの御協力もいただきまして、観光協会の設立になりまして、これ

はつくっただけじゃなくて、やはり、入れ物をつくりましたら、こ

れ魂ということでございますから、これは今後、佐川の町民の皆さ

んにも愛されながら、そして議会の皆さんにも御協力いただき、そ

して執行部としても、全面的に応援をしながら、ぜひ、発展をお願

いをしたいというふうに考えております。  

そういうふうなことを８年間やらしていただきまして、議員の皆

さんには、大変不愉快な面も多々あったとは思いますけども、私は

私なりに最大の努力をさしていただいた。そして、先ほど冒頭に申

し上げました財政の状況が好転したのも、これは決して私の力じゃ

なくて、社会の情勢が後押しをしていただいたと。そんなことで、

大変、感謝を申し上げるし、その点では非常に運がよかったなぁと

いうに思っております。  

そして、いよいよ、私も、この９月議会で最後の答弁になるわけ

でございますけども、大変、私はこの８年間の間に、皆さんとこう

して接しをさしていただいて、やっぱり人というのはどういうもの

か、やっぱり表へ立ったら責任を持って、そして人には優しく、自

分には厳しくというのを、大変感じたわけでございますけども、私

も、この年齢でございますから、なかなか思いのほかに体がついて

いかない部分もございまして、迷惑をかけた分もあろうかと思いま

すけども、その点は、ぜひ私に免じてお許しをいただきたいなぁと

いうに思っております。  

そして、最後になりますけども、やっぱり行政というのは、連続

性があるもんだとはずっと思っておりまして、私が町長を引き継い

だときに、先ほど申し上げました鷹ノ巣、そして公共下水道、西佐

川のやつ、そしてもう１つ、霧生関。この、いわゆる用地を取得を

しながら、なかなか利用ができない。「さて、どうしようか」とい

うようなものも引き継ぎをいただきまして、これを何とか解決せな

いかんということで、霧生関については、大変御批判もいただいた

わけでございますけども、現在、若干、火薬庫の問題で頓挫をして

ございます。それでも、佐川のトンネルの残土処理場活用をするな
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り、それは一つの、私は成果があったと思いますけども、これを先

に、ぜひ完成をさして、当初の町民に約束した公園としての、早く

活用ができるような状態に、ぜひ進めていっていただきたいなぁと、

そんな思いをいたすわけでございます。  

いずれにいたしましても、この８年間、大変、議員の皆さんにも

お世話かけましたし、また、何はともあれ町民の皆さんにも大変御

理解もいただきました。これは批判もありますけども、私は一生懸

命やらしていただきまして、おかげさまで 10 月の 27 日に任期を全

うできるというに思っておりまして、この点につきましては、心か

ら町民の皆さんにも感謝申し上げたいし、また議員の皆さんにも、

御協力いただいた御礼を、厚く御礼申し上げまして、答弁になった

かどうかわかりませんけども、思いを述べさせていただきました。

よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。  

７番（氏原義幸君）  

   ありがとうございました。町長さんは、佐川中学校それから病院

事業、そして塩漬けになっていましたあの両方の土地などで、大変

重要な事業を成功さしていただきました。ほんとにありがとうござ

いました。  

   町長さんの事業の中で、ナウマングラウンド、上町事業などや、

批判がありましたけども、できてみれば、結果よしで、皆さん大変

喜んでいると思います。  

   奥の土居の桜は、私たちの小さいときから、何十年前は、桜の名

所で、多くの町内外の方がおいでてくださっていました。現在、桜

の再生事業で、今、桜の再生が進んでいます。何年かの後に、桜が

復活して奥の土居が桜の名所になったとき、この上町の事業をせず

に、上町をそのまま置いていましたら、もう古びた家、屋根の崩れ

た何にも魅力のない上町になっていると思います。  

   しかし、この事業をしたおかげで、もし、何年か先に桜の名所に

なったとき、佐川町を訪れた町内外の人が「これはよかったね」と

言われることは絶対間違いありません。今後、この事業で、どんな

活用していくか、どんないいこの事業を進めていくか、これによっ

て、町長さんが「ようやった」と、「いらんもんをつくった」とい

う評価になると思います。それを我々が、いかにしてこの事業を進

めていくかにかかっています。  

   今後、我々は、次の議会におるか、おらないか、わかりませんけ
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んど、この事業を進めて、上町、佐川町の全体の事業を進めていき

たいと思います。どうもありがとうございました。  

   それで、偶然に、榎並谷町長さんが１期目のときに、出るときに、

出した文章を見つけました。これによりますと、「国、県への大き

なパイプ役を最大に活用し、東京事務所、県庁などで 36 年間、経

験と人脈を生かし、郷土佐川町の発展のために、さまざまな要望や、

県や国に発動し、豊かで安全な快適なまちづくりを推進します」と

いう、この書いたものを偶然見つけました。先ほど、町長さんが、

県道や国道など国や県へ要望に行って、やはり、ここに書かれたこ

とが、やはり 100％とはいきませんけんど、ある程度その力になっ

ていると思います。どうもありがとうございました。  

   質問の第２番目でございます。  

   猛暑と乾燥での農産物の被害状況と今後の対策について、という

ことでございます。７月の梅雨明け以降、猛暑と少雨のため、乾燥

で県下の農産物の多くが被害が発生しました。本町でも水稲、ショ

ウガ、ニラ、ピーマンなど、多くの作物に被害が出ました。本町で

の被害状況と今後の対策は、ということでございます。  

   ８月の新聞を見ますと、高知県、高温少雨被害で 1523 ヘクター

ル、水稲、ブンタン、ショウガ、そして土佐市のブンタン農家が、

木が枯れるとか、山北ミカンでもミカンの木が枯れるとか、大変な

被害が出ています。そして、平成 21 年にも、田植期に少雨で稲の

作付ができなかったこともあります。本町での被害状況はどうなっ

ているのか、お願いします。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えいたします。ことしの猛暑と乾燥での農作物の被害状況。

梅雨明けから、８月の 25 日に雨が降りましたが、降雨がありまし

たが、この間８月の中旬に、県の高吾農業改良普及所が調査をして

おります。高温及び少雨による農作物被害報告書というものを出さ

れております。  

この中で、ショウガにつきましては、これは佐川町だけではなく

て管内、佐川町、越知町、仁淀川町、日高村の管内ですが、これで

被害面積が 18 ヘクタール。被害面積 18 ヘクタールとなっておりま

す。被害状況につきましては、少雨による育成遅延、それとニホン

ナシにつきまして、これは佐川町、越知町、日高村でございますが、

被害面積が６ヘクタール、被害状況は少雨による小玉化と。こうい
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った報告を受けてございます。  

７番（氏原義幸君）  

   ちょっとそれは、佐川町は、調査不足ではないですか。  

   斗賀野のニラの生産者たちも、大変、少雨で、ニラの品質が悪く

て返品などが大変繰り返されたそうです。そして、収量がなかった

と。今、大変、今は雨が降り、収量も取れだして単価も結構上がり

まして、今、ニラ農家たちは大変喜んでいるところでございます。 

   対策といっても、自然災害で自然のことでございますので、何を

しようかということは、なかなかできないと思います。かん水施設

の補助とか、いろいろかいろあるとは思いますけんど、なかなか自

然の相手ですので、対策いうても、なかなかできないと思います。

ショウガでも、かん水施設をしている方は、大変よくできています。

ただ、何もしてない方は、ほんとにもう３分の１ぐらいしかできて

いないところがあります。やはり、これからは農家の方も、こうい

うことを考えまして、やっぱりかん水施設などを十分につくってや

らないと、これからの農業も大変だと思っています。  

話はちょっとそれますけんど、ニラのそぐり機ですね。前回、私、

質問した。今、それ好評で、斗賀野に４台入りました。大変、ニラ

の方は本当に喜んでいます。この猛暑での対策ということは、自然

の現象でできませんから、役場にどうのこうのせえと言うてもいき

ませんので、我々農家が、それに対して対策することが一番のこと

でございます。これについては終わります。  

質問の３番、災害時の避難対策について。この中で、１番目に、

災害時のペットとの避難対策について、という質問でございます。 

このほど、環境省初指針によると、災害時にペットとの避難を自

治体に態勢整備を促す指針を作成した。これによりますと、災害時

にペットとの避難、環境省初指針、自治体に態勢を促す。環境省は

20 日、大災害時はペットの犬猫は飼い主と一緒に避難させることを

原則とし、地方自治体に態勢整備やルールづくりを促す「災害時に

おけるペットの救護対策ガイドライン（指針）」を作成した。東日

本大震災を教訓にまとめた。同行避難を明記した指針は初めてであ

る。全国の自治体に配布し、国の防災基本計画にも盛り込む。  

指針は、自治体や飼い主などが普段から準備すべきことと、発生

時の対応を列記した。  

飼い主には、ペットが迷子にならないように飼い主の情報を記録
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したマイクロチップや名札をつけるよう促し、少なくとも５日分の

水とペットフード、予備のトイレ用品などを備蓄するよう求めた。

避難所で他の人に迷惑をかけないためのしつけや、避難ルートの確

認などの対策も示した。  

自治体には、避難所や仮設住宅でペットを受け入れられるよう、

飼育スペースや方法を決め、普段から同行避難の訓練をするよう求

めた。災害発生時に被災ペットを受け入れる動物救護施設の設置な

ども盛り込んだ。  

獣医師会にも、協力可能な動物病院や獣医師のデータベース作成

などを呼びかけた。  

東日本大震災では、住民が津波や原発事故で緊急避難を余儀なく

され、ペットとはぐれた例が多かった。一緒に避難しても、鳴き声

や動物アレルギーなどの問題から、避難所で受け入れが認められな

いケースがあったため、指針をつくって国の考えを示した。  

その後、本町にも、この指針の配布をされてきたと思うが、本町

では対策を協議したかについて答弁お願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。災害時におけるペットを伴っての避難対策

についてのお尋ねでございます。  

   東日本大震災では、地震に津波、それに伴う原子力災害が発生し

まして、甚大な被害がもたらされましたが、この際、多くの住民が

緊急避難を余儀なくされましたことから、自宅に取り残され、飼い

主とはぐれたペットが放浪状態となる例が多数生じております。  

   また、飼い主とともに避難できましても、避難所では、動物が苦

手な方を含む避難者も共同生活を送るということになりますので、

一緒に避難したペットの取り扱いに苦慮したケースも見られたと

いうことでございます。  

   以上の実態を踏まえまして、平成 23 年 12 月に修正されました国

の防災基本計画では、避難場所や仮設住宅における家庭動物の受け

入れ配慮事項が追加されるとともに、地域防災計画において重点を

置くべき事項に、被災した飼育動物の保護収容に関する態勢整備や

避難場所等における飼育動物の収容といった項目が追加されまし

た。また、それとともに、この８月には、自治体等が地域の状況に

応じた独自のマニュアルや動物救護態勢を検討する際の参考とな

るよう、議員御指摘のガイドラインが環境省から示されたところで
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ございます。  

   町としましては、こうした経緯を踏まえまして、今年度中の改定

を予定している町の地域防災計画に、避難場所や仮設住宅における

ペットのための受け入れの配慮に関する項目を設けるとともに、今

後、ペットの適正な飼育、災害への備え等に介する飼い主への普及

啓発を初め、ペットとの同行避難を含めた避難訓練の導入や避難所

等におけるペットの受け入れ、飼育に関する運営の検討などを行っ

てまいりたいと考えております。以上です。  

７番（氏原義幸君）  

   わかりました。早急に対策を練っていただきたいと思います。  

   本町は、幸いにして津波の被害がないので、長いこと避難所に生

活することは余りないと思われますので、その分、大分助かるとは

思います。  

   次に、福祉避難場所の対策の質問です。先に、これは松浦議員さ

んも質問されて、重複することがあると思いますけんど、また質問

させていただきます。  

   災害時に体の不自由な人たちが避難する場所、いわゆる福祉避難

場所の確保は十分であるかのことでございます。昨年の 12 月議会

の質問で、総務課長さんは、かわせみを決めていると言っていて、

「一般の人との競合であるので、問題もある」と答弁しましたが、

その後検討されていますか。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   お答えいたします。災害時の福祉避難所対策につきましては、午

前中の松浦議員の御質問にもありましたとおりに、現在「健康福祉

センターかわせみ」を１カ所指定をしております。ただし、これは、

「かわせみ」は一般の避難所にも指定をされております。  

   災害時、大規模災害を想定した場合は、この「かわせみ」だけで

は収容は不十分というふうに考えております。したがいまして、民

間、町立、いずれの施設も高齢者施設あるいは障害者施設、そうい

ったものを優先の検討の対象といたしまして、今後、地域防災計画

の見直しもあわせまして、協定のほうを進めていきたいというふう

に考えております。  

７番（氏原義幸君）  

   高知市の民間の施設など、協定を結び、多くの福祉避難場所を確

保していると聞いています。本町でも、早急に民間の施設などと協
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定を結び、福祉避難場所の確保をお願いいたします。  

   次に、避難場所の耐震化について。災害時に多くの人たちが避難

する本町の小中学校の体育館などの耐震化はできていますか。  

教育長（川井正一君）  

   お答えいたします。先ほど町長もお答えしましたように、町内の

小中学校体育館は、本年度黒岩中学校の耐震化工事をもちまして、

全ての体育館の耐震化工事は終了することになっております。以上

でございます。  

７番（氏原義幸君）  

   それでは、町民が安心できます。それはそれでええとしまして、

12 月の質問で、答弁で、総務課長さんは、地域の集会所なども避難

場所に考えていると言っていました。もし、その集会所が耐震化が

できていなければ、大変危険でございます。その場合、町としては、

耐震診断、耐震化の費用は、補助が出るのか、それについて、答弁

お願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。各地域の各自治会の公民館や集会所、これ

らは全部で 73 カ所ありますが、これらは、避難所に考えていると

いうよりも地域防災計画の中で、緊急避難所に指定をいたしており

ます。この耐震化の問題でありますが、耐震化の特に補助の問題で

ありますが、これは、いわゆる、こういうに聞いております。    

   県の、今現在、耐震診断とか耐震化工事の補助がございますけど、

これも同じようにですね、こうした集会所、公民館についても対象

になるというに聞いておりますんで、ただ、私は当初はですね、登

記上の問題、いわゆる公民館、集会所の場合は、地縁団体を結成せ

んと、そういう申請ができないかというふうに思っておりましたが、

そうではどうもないようで、いわゆる各自治会の所有、所有といい

ますか管理している建物であるという形でですね、そういう耐震診

断とか耐震補強のですね、申請ができる旨を聞いております。  

   それプラスですね、町の補助をどういうにするかは、まだ今後の

検討の余地があろうかと思いますが、現状はそういうことで、いず

れにしてもかなり耐震化が必要な施設がほとんどであるというこ

とは言えるかと思います。  

７番（氏原義幸君）  

   わかりました。県の補助が対象になるということであれば、地域
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の人が申請して、１日も早く、安心な、一時的な避難場所でも避難

する前につぶれたら意味がありませんので、やはり早く、そういう

ことがあれば、広報などで知らせて、やはり早い時点で耐震化を進

めるようにお願いしたいと思います。  

   そして、金額はどれくらい出るかもわかりませんけんど、町とし

ても、町民の安心・安全のためのあれですので、それへお金を出し

たけ、いらん金を使うたというような声は出てこないと思いますの

で、ぜひとも町としても、少しでもそういう補助を出してもらうよ

うにしていただけば、地域の各部落もそんなに今は、お金があり余

っているほど皆ありませんので、助かると思いますので、今後の検

討課題としていただきたいと思います。  

   最後に、榎並谷町長さん、８年間御苦労さんでございました。今

後、一町民になられましても、本町のために御協力をお願いいたし

ます。  

   また、町長さんの一期目の第一番目の質問で、私が大変失礼なこ

とを言ったことを心からおわび申し上げます。本当に失言でござい

ました。今後ともよろしくお願いします。  

   最後に、町長さんの８年間の経験の上で、次の首長に何を期待し、

何を望むかを、一言お願いいたします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えを、大変しぬくうはございますけども、私も大変、皆さん

には御迷惑をかけて、２期で終わるということ表明させていただい

て、その方向で進んでございますけども、その点、先ほど質問の中

でも、まだ目的８割しかできてないじゃないかと、そういう批判も

いただくんじゃないかというに思っておりますけども、諸般の事情

がございまして、これはお許しを願いたいというに思っております。

その次の指導者に誰がなるかは別にいたしまして、私の経験からも、

やはり行政の連続性、そしてもう一つは、やっぱり安定性、そうい

ったものを、ぜひ望みたいなぁというに思っております。  

   県下の各自治体で、私もずっと県庁におりながら、いろいろな形

で市町村の行政を見さしてきていただいた。その経験からでござい

ますけども、いわゆる混乱をするというか、議論を伯仲、議会と執

行部とが伯仲しまして、これが根にあってということになりますと、

私はこれを混乱というに捉えておりますけども、そうなりますと、

どうしても行政というのは停滞をしていくんじゃないかと。そうい
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う事例をいくつか見てございますから、ぜひ、私は、今の世の中、

これは決してもう右肩上がりにはなかなかなりにくいというふう

に思っておりますし、また、私たちの町のように、国の財政力をほ

とんど 90％くらいあおがないと、なかなか運営できないという自治

体でございますから、そういった意味では、やはり今の行財政の中

で、安定をした形でぜひ町政の運営をお願いできたらというふうに

思うわけでございます。  

   これは、あくまで町民の皆さんが選ぶことですから、私がここで

とやかく言いませんけども、私の経験から、やはり私が議員の皆さ

んと対峙をしてきた、こういう状態、やはり議論をしながら、やは

り両輪となった運営、そういったものをぜひ、次の指導者にはお願

いできたら、これはまぁ私の個人的な見解でございますから、決し

て公ではございません。今、氏原議員から御質問いただきましたの

で、感想を述べさしていただきました。以上でございます。  

７番（氏原義幸君）  

   私たち議員も、議員選挙で町民の審判を受けることになります。

またこの議場で質問できるよう頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。  

   榎並谷町長、８年間どうもありがとうございました。これで質問

を終わります。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、７番氏原義幸君の一般質問を終わります。  

   15 分休憩します。  

 

   休憩  午後２時５分  

   再開  午後２時 21 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、８番松本正人君の発言を許します。  

８番（松本正人君）  

   日本共産党の松本でございます。通告に従って質問させていただ

きますけれども、町長が今回をもちまして御勇退されるということ

で、町長の任期は 10 月 27 日でしたかね、でございますので、けど、

もう今さら町長にいろいろ言うてもですね、余り意味のないことで
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ございますので、残念ながら。どのような質問を構えてきたらええ

ろうというふうに思いましたけれども、私もこれが最後の質問にな

るやらわかりませんので、きちっと、やるべきことはやっちょこう

かなということで、登壇したところです。  

   ちょっと、今回は、そういうことでですね、自分のよもやま話も

含めて、少し緊張感欠くような質問になるかもしれませんけれども、

よろしくお願いいたします。  

   きょうは、私が構えているのは、社会保障制度改革国民会議の最

終報告が出たということで、その認識と対応を問うというふうにな

ってます。大変に、大風呂敷を広げたような質問になってますけれ

ども、さすがに自分も、これは大風呂敷広げすぎたなと思いまして、

大変に中身としては複雑で難しい内容がございますので、正直、十

分に自分自身、わかっちゅうろうかという思いもあるところです。

そういった質問に入る前にですね、きのうでしたかね、オリンピッ

ク東京招致が決まったと、こういうことで日本中沸き返っていると

ころです。  

   最近私、フェイスブックというのも始めまして、今うれしがって

使いゆうところですけれども。投稿した内容に対してですね、それ

がよかったら、周りからいろいろと「いいね」というのが入るわけ

です。私の投稿なんかもほんの数件ぐらいしか「いいね」というの

がないんですけれども、この東京オリンピックが招致されて、みん

なが喜んで、首相を初め関係者がそろって写っているあの集合写真

については、何万でしたかね、ちょっと忘れましたが、すごい「い

いね」が入っておりまして、さすが国民の関心の深い出来事なんだ

なというふうに思いました。私もオリンピックについては、そのフ

ェイスブックにもいくつか意見を投稿いたしましたけれども。  

私はオリンピック大好きです。私、1960 年生まれですから、東

京オリンピックが行われたのは、1964 年ということで、私が４歳

のときになります。ちょっと調べてみたら、10 月にそのころは、や

ってますね東京オリンピック。ですから、一番涼しい、体育の日に

なるわけでしょうかね。なかなかええ時期に昔はやりよったがやな

ぁと。今は、夏のオリンピックというて、ものすごい暑い盛りにや

るので、何でこんな暑いときにやるろうというふうに思いよったん

ですが、昔は秋にやったりもしよったんだなぁという思いがします。 

私８月生まれですので、４歳になって少したってからのことです
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けれども、そのときに、私が覚えているのでは、佐川も聖火ランナ

ーが走ってました。と記憶をしております。ただ記憶してるだけじ

ゃなくて、私のちょっと年の離れたいとこがおりまして、聖火ラン

ナーをしてまして、トーチを持って４歳の私と一緒に写真を撮った

のが、白黒写真が残っております。写真を撮ったことのこともうっ

すら覚えているところです。それから、多分朝日新聞社が構えたん

じゃないかと思いますけれども、紙でできた小旗、日章旗ですかね、

これをどっさり、バシャバシャ、バシャバシャいうて振っていたと

いうことを、これもうっすらと覚えているところです。  

たださすがに競技の内容については、東洋の魔女とか三宅兄弟と

かですね、こういうのはリアルタイムじゃなくて後で知ったことで

はないかというふうに思います。  

けれども東京オリンピックの次はメキシコオリンピックでした

けれども、メキシコオリンピックは、ちょうどアニマルワンという

アニメがやってまして、これは、きょう決まったがですかね、レス

リングが復活したという話ですけれども、そのレスリング、メキシ

コオリンピックに向かってレスリング選手が頑張る、そういった題

材のアニメでございました。今でも主題歌は歌うことができるばぁ

覚えております。  

そういうところでメキシコオリンピックを、初めてというか、メ

キシコオリンピックが８歳のときですから、初めてこう、どう言う

か、物心ついて見たオリンピックではなかったかと思います。もう

ほんとに、メキシコですから、ちょっと高地にあって空気が薄くて、

好記録がたくさん生まれたんですけど、逆に長距離とかは大変で、

そういう競技はなかなか大変やったと思いますけれども。  

走り幅跳びでビーモン選手がですね、８メートル 90 を飛んで、

当時のいわゆる計測器が足らなくて、メジャーを足してですね、記

録をはかるというシーンがあって、跳んでから後ですね、記録が出

るまでしばらく時間がかかって、それで８メーター90 という驚異的

な世界記録が生まれたときに、ビーモン選手が飛び上がって喜んで、

最後は、こう顔を地面に伏せて、手で覆ってですね喜んでいる姿と

いうのも僕、はっきり覚えております。  

それから、アメリカの黒人選手が表彰台にあがったときに、黒い

手袋をして高々と拳を突き上げて、非常に物議を醸したということ

も覚えてますし、それから背面跳びが初めて披露されたというか、
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イギリスの選手だったかちょっと忘れましたけども、白人の選手だ

ったと思いますけれども、背面跳びで金メダルを取るというのもメ

キシコオリンピックが最初であったんじゃないかというふうに思

います。  

朝日グラフという朝日新聞社が出してた雑誌、雑誌といいますか

冊子がありまして、それは写真の、写真がいっぱい載っちゅうわけ

で、メキシコオリンピックの写真をその後もぎっちり見て、もう穴

があくばぁ見たという記憶もございます。  

その次がミュンヘンオリンピック。それでミュンヘンオリンピッ

クは、僕が覚えているのは田口です。水泳の。平泳ぎの。オリンピ

ックへ行く前はね、１分６秒台やって、確かオリンピックで優勝し

たときは、１分４秒台ぐらい、４秒か３秒台やったと思います。そ

れぐらい、よう覚えております。大好きです。オリンピック大好き

ですけど、今回のはしゃぎようはですね、ちょっと素直にはしゃげ

ないなぁという、私としては思いがあります。  

まず、原発の問題。これに対して、プレゼンで首相が言ったこと

については、非常に無責任な言い方じゃないかなぁと。報道は後で、

あんな約束をしたから頑張ってくれ、みたいなことを言ってますけ

れども。非常に無責任な言い方ではなかったかなというふうに私は

思ってます。  

いずれにしても、けど、起こったことはしっかりやらないかんで

すので、私たちが主張しているのは、原発問題というのは終息した

という前の首相のですね、宣言をきちっと撤回して終息はしてない

ということで、正面から取り組んでいかなければならない問題だと

いうふうに思っています。  

それで、きょうも多分、テレビをつけたらオリンピックの話ばっ

かしじゃないかなぁと思いますが、そんな  

議長（永田耕朗君）  

   松本君、すみません、なかなかオリンピックの話もですが、前段

が 10 分を過ぎましたが、一般質問に入っていただきたいと思いま

すが。  

８番（松本正人君）  

   全然結構です。この前段が結構大事でして、ここから本題に入り

ますけれども。  

   報道されていたのは、東京オリンピックは、既存の施設を使って、
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非常に簡素にやると。こういうことがうたい文句だというふうに聞

いてましたけれども。しかし、存外、競技施設も新たにつくると。

それから関連事業を含めて１兆数千億円のお金が投入されるとい

うことが報道されておりました。  

   存外、金をやっぱり使うがやなぁということを思いまして、そう

いう点からもですね、もろ手を挙げてというふうには感じにくいな

ぁというふうに思ったところです。  

   なぜ、こういうことを言いますかというと、ここから社会保障制

度国民会議の最終報告と比較しての話になってくるのではないか

というふうに思います。社会保障制度改革国民会議というのが、ず

っと開かれておりましたけれども、その最終報告というのが、実は

参議院選挙が終わってすぐに報告が出されました。内容というのは、

一言で言って、社会保障を大きく後退させる内容のものであるとい

うふうに言わなければならないと思います。  

   介護保険、それから国保とからの医療の問題、それから子育て支

援等の保育の問題、年金の問題等々、私たちの生活に密接する問題

についての報告が出たわけです。政府は、この報告に基づいてです

ね、具体的な政策をつくっていくということになろうかと思います

けれども、そこで、例えばですね、介護保険に関しては、要支援の

１、２、比較的軽い方ですね。こういった方をですね、保険給付の

対象から外すと。そして地域包括推進事業のほうに段階的に移行す

るというようなことも、はっきりと書かれております。  

   これは何を意味をするかといいますと、例えばですね、そういっ

た軽い人はですね、もう保険事業から外されるということで、利用

料とかサービス内容が、市町村次第という状況になってくるわけで

す。こういうことになると、市町村次第ということですから、自治

体次第ということですから、自治体がどういうふうにそれを捉えて、

これからやっていくかということが非常に大事になってくるわけ

です。  

   それは、自治体の姿勢によっては、何とかなるかもしれませんけ

れども、大体がですね、自治体は、今までなかった、そういったお

金の要る事業というものを抱えることは、なかなか大変だというの

が現状ではないかというふうに思います。ですから、ひっきょう後

退をしていくということが一般的な話ですけれども、予想されると

いうふうに思っているところです。  
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   そういった中でですね、報告書の中でも制度の持続を理由に、利

用料を引き上げるべきであるということも、強く迫っているという

状態になっております。  

   これはですね、利用料を上げるということで、一定の所得以上の

人は、利用料を引き上げると、こういうことを言ってるわけですけ

れども。これはまぁ、もちろんまだ、これから法制化するわけで、

一定の所得というのは、どれくらいの所得やということは決まって

おりません。決まっておりませんけれども、厚労省はですね、過去

に年収 320 万円。合計所得で 200 万円以上を例示しているというこ

とで、65 歳以上の 15％が該当するんだというようなことを言って

るわけですから、方向性としてこういうことかなぁというふうなこ

とが想像されるわけです。  

   それから特養ホームですけれども、ここからですね、軽度の方で

すね、先ほども言いましたように、要介護１、２とかいう人につい

ては、入所を中・重度者に重点化するということが明記されており

まして、こういった軽い方の利用料アップ、利用料アップによって

結局は締め出されると、こういうことが懸念をされてるという状況

です。  

   こういった軽い方、普通はですね、大変に、まぁ言うたら寝たき

り状態とかですね、うんと重い人でも、なかなか今は入所ができな

いというのが、特養ホームについては、現状ですので、佐川町でも

大体常時 200 人前後の待機者がおると、こういう状況であるという

ことは前にも議論したと思いますけれども。できるだけそういった

重い方を優先的に、普通は、やってるわけですけれども、そしたら

軽度の、こういうところの軽度の方というのはどういう方かという

と、面倒を見る人がおらんとかですね、それから、認知症などで軽

度であってもですね、介護医療がかなり大きく必要になってくる方

と、そういった人がおるわけです。こういう人が、そういったよう

なことで簡単に締め出されるということになると、これは大きな社

会問題になってくるだろうというふうに思っているところです。  

   それから、国保医療の分野ですけれども、国保もですね、これは

まぁ前からちょっと話もありますけれども、国保の運営を今までは

各自治体でやってたんですけれども、県にやらすと。こういうよう

なことが計画をされております。これが本当になるかどうかという

のは、これから議論もせないかんところですけれども、そういうふ
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うになると結局はですね、その負担増の方向に行かざるを得ないよ

うな状況になりはしないかということが懸念されているところで

す。  

   それから年金の問題。これも、今、年金がだんだんに受給額が下

がってきておりますけれども、実際に下がってきておりますけれど

も。これはマクロ経済スライドという考え方を、大分前から導入し

ちゅうがですけれども、実際は、これは、いわゆるこれは旧自公政

権、2004 年に導入したものですけれども、少子高齢化というマク

ロの経済変動に応じて支給額を調整するという、そういった建前で

されるということで、年金財政の均衡を最優先にして、労働力人口

の減少と寿命の延びで財政が悪化していく分、支給額を自動的に減

らすというしかけだそうです。  

   けど実際は、これが使用されずに来たわけですけれども、今度は、

はっきりと、これ要するに物価下落時には発動しないということを

決めておりましたので、実際は、物価は下落しよったわけですから、

やられてなかったですけれども、これの見直しが求められまして、

デフレ下でもマクロ経済スライドを着実に実施するように求めた

という内容になっているということでございます。  

   このような非常に、最初に大風呂敷と言いましたけど、まだ具体

的なことできておりませんけれども、こういった流れの中でですね、

ますます自治体が担う役割というのが非常に大きくなってくると

いうふうに思ってるわけですけれども、自治体として、それについ

て、どういうふうにお考えで対処していくおつもりなのかというこ

とを、まずお尋ねをしたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   松本議員さんの社会保障制度についての御質問でございますけ

ど、なかなか、今お話を聞いただけで明確に私も、ようお答えをい

たしません。これはまずお断りを申し上げたいと思います。  

   というのは、報告書、一応読ましていただきましたけども、なか

なか難解でございます。だからこれが、どんな方向に行くかという

のはなかなか読みにくうございまして、その点、私たちの行政の運

営というのは、８割、９割が国依存と言ってもいいくらいのもんで

すから。これはなかなかやっぱり各自治体でこれ判断せえというて

も、なかなか厳しいと思いますけども。  

   この中で一つ感じるのがですね、やはり社会情勢の変化というの
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は、これはもう少子高齢化、これを前提にして、やはりこれから社

会保障というのは、どんどん、今まで右肩上がりのときも含めて上

昇気流だと思います。給付というのは。それに加えて、今度はその

保険、いわゆる被保険者。出すほうというのは、少なくなるという

のは、これがやっぱり少子高齢化のやっぱり現象じゃないかなと。 

そうなりますと、運営費が、ここでバランスが非常に崩れるとい

う現象を受けて、一つこの中で私、随分気になったのが、その社会

補償制度。今後のあり方として今の少子高齢化の中で、自助・共助・

公助と、まず自助を基本にしてと、この一番最初に文句ありました。

これちょっと気になったところでございまして、そういった意味で

申し上げますと、先ほど、健康保険にいたしましても、従来から、

これは、健康、私は個人的には健康保険というのは、各自治体で、

財政力の強い、弱いにかかわらず、国民健康保険の量が、バランス

が、いや、違いがあるというのは、あれどうも不思議でならんかっ

たわけでございまして、これは、やっぱり私は、県なりあるいは国

なり、統一しなければならない問題じゃないかなぁというふうに、

一つは考えます。  

そして年金にいたしましても、これはやはり今の現象から言いま

すと、かつての権利者は、そのまま権利があるわけでございますけ

ども。これからもらう人については、いわゆる支援者がおらなくな

るから、やっぱり少のうせざるを得ないと。そういうのを今、松本

議員の質問の中でもずっと感じながらきまして、最後に行政として

どうすらあと、こう言われたときには、これは最初にお話がありま

したように、この報告書はこれから政府がきちっと審査をして法制

化するということですから、それを見守るしかないわけでございま

すけども。少なくともこれからの社会としたら、やっぱり負担する

分と、それからサービスを受ける分、これのバランスをどう考える

か、いずれにしましても自分で負担するのか、あるいは税金から負

担するにしても、やっぱりこれは国民の負担になるわけですから、

このあたりをきちっとやっぱり議論をしていただいて、少なくとも

国民全体が不公平感のならないような状況の制度構築をぜひ、行政

としてはお願いしたいなというふうに、私はそういうに感じました

ので、お答えになっておりませんと思いますけども、以上でござい

ます。  

８番（松本正人君）  
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   この大風呂敷の後にですね、２番目に中学校卒業時までの医療費

無料化のこと、それから住宅リフォーム助成制度のこと、それから

学童保育の問題を取り上げることになってます。これはまぁちょっ

と身近なというか、目の前の課題といいますかね、そういうところ

へ移っていくわけですけれども。  

もちろん先ほども言いましたように、まだ法律化されているわけ

でもないですので、こういったことをもとにしてですね、政府の方

針としては、これに従っていくというような形になっていくと思い

ますけれども、これからズンズンと議論をして運動もあってですね、

このとおりになるかもしれんし、ならんかもしれんという状況です

ので、けどこういうふうにはならんようにですね、できるだけ、や

っぱり働きかけもしていかないかんというふうにも思いますし、そ

れなりに気をつけて対処していかないかんというふうに思います。 

税金、いずれ負担をせないかんきどうのこうのと言いましたけれ

ども、私は、誰が負担するかということが問題であって、きちっと

本来は負担すべき人がですね、負担をしてないというところに問題

があるということはもうずっと言ってきたところです。非常にアン

バランスがあると。ここに国民の、まぁ言うたら今、貧困化が進ん

でいる原因の最も大きなところだというふうに思っています。  

それはちょっと大風呂敷の話になってきますが。そしたら身近な

問題で言いますと、例えば、先ほど氏原議員の質問に対して、これ

まで８年間やってきたことについて、るると町長は言われましたけ

れども、一言で言いまして、町長の８年間というのは、頼みもせん

ようなことはしっかりやってきたけどですね、一生懸命お願いする

ことについては、なかなかやってくれざったというのが、現状では

なかったかというふうに思います。  

こういった状況で、今、町民もですね、非常に生活が苦しくなっ

ていって、国保税が払えない、それから給食費の未納の問題等々、

いろんな問題がありますけれども、この後、学童保育のときもちょ

っと関連した話になるかと思いますけれども、そういった状況の中

で、やっぱり高すぎる国保税を何とか引き下げたりですね、これ以

上、上げんとろうというような話もしてまいりました。それから高

齢者とか、いわゆる交通弱者ですよね、そういった方々に対する手

当ての問題、これも事あるたびに言うてきましたけれども、なかな

か前へ、こうほんとにやる気があるのかという状況でございました。 
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高齢者には、タクシーの利用を支援する制度がありますよね。こ

れは、中山町長時代にですね、確か切り下げをされて、そのままの

状態で推移をしてきてるという状況ではないかと思います。  

これだけ町民がですね、何とかそういった病院へ行くとき、買物

に行くとき、そういったときに非常に負担が大きいということに対

して、何とかしてくれということに対してですね、何の措置をして

きたのかということを思うわけです。  

それから、中学卒業までの医療費無料化の問題。これもですね、

小学校までの医療費無料化というのは、これは中山町長時代にやっ

たと思います。これもなかなかやってくれらったけんど、あれは中

山町長の、前町長のですね、公約でしたので、公約じゃないかとい

うふうに迫ってやらしたという、私はそういう思いがあります。  

それから、けれども小学生まではですね、これまでも随分と言っ

てきましたけれども、まだまだ病気にかかりやすいということで医

療費もかさむと、そういったことがあるわけですけども、中学校ぐ

らいになると、だんだんに落ち着いてきて実際はですね、そんなに

もお金がかからないといいますか、けど、そんな中でも、かかった

人に対してはですね、しっかりと行政で手当てをするという、いわ

ゆるその子育てに対する安心感、こういったものを持ってもらうべ

きではないかということで、やってきたわけですけれども、財政的

にはそんなに厳しくないはずですので、ですけれどもやらなかった。 

それから、住宅リフォームについては後でも確認いたしますけれ

ども、来年度から耐震事業と抱き合わせでやると、こういう答弁が

前の議会であったとは思いますが。これについてもですね、なかな

か即すっと、というな形にはならないです。これもそれほど財政的

には、お金がなんぼでも要るようなものではないというふうに思う

わけです。そういったことについては、なかなか腰が重い。  

もう一つは、質問事項にはありませんけど、例えば下水道の問題

ですよね。下水道をやめて、その後の、まだ町なかは、いわゆるそ

ういった水洗設備というのはないわけですから、これについてはき

ちっと手当てをしていくべきやと。計画をするべきだと、こういう

ことはずーっと言うてきましたけれども、それも手をつけてない。

こういう状況ですので、いわゆるこの生活に密着した、住民が本当

に必要としているところに、私はそれほど手当てしてこなかったと。

霧生関の問題であるとかですね、そういった町民がそれほど思うて
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もない事業をですね、ぼっかぼっかやってきたというのが私の評価

だというふうに思います。  

そこでですね、そろそろ具体的なことを言わんと怒られますので。

先ほども言いました中学校卒業時までの医療費無料化、これについ

ては町長はですね、中学生は子供じゃないというふうに私は思って

いると、こういう答弁できたというふうに思いますけれども。中学

生は、法的には立派な子供でですよね、いわゆる保護される対象に

なっちゅうわけです。ですから行政をあずかる、まぁ言うたら法の

もとの行政をあずかる者がですね、そういう認識じゃ、まず初めに

だめじゃないかというふうに思います。おっしゃっている意味がわ

からんでもないですけれども。  

そういうことじゃなくて、そういう答弁じゃなくてですね「そう

おっしゃるけれども、なかなか財政は厳しいぜよ」とかですね、そ

ういうふうな言い方をしていただければ、私も納得しますけれども、

中学生が子供じゃないというのはね、ちょっと納得のいくような答

弁じゃないというふうに思いますので、もうこの場では最後ですの

で、その点について、改めて認識をお伺いしたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。これは、松本議員さん、ほんとにずーっとこ

れを私に、突きつけられてきた内容でございますけども。私もこれ

は別に意地を張って、これに、やらんというつもりは全くございま

せん。そして、これは前回でも申し上げましたけども、財政的に厳

しいから中学生までは医療費はやらんと、そういう答弁も私はして

ないつもりでございます。  

それで、大人と子供の話が出ましたけども、それは法的に言うた

ら、まだ 18 歳未満ですから子供ですけども、やはり小学生と比べ

たらもう既に大人の域に達した、いわゆる体も強靱になってきたい

うな段階で、これは幼児期あるいは幼子を持った親たちへの子育て

支援と、そういう基本的な考え方で、私は対処をしてきたつもりで

ございまして、決して大人だからということではなくて、そこのあ

たりを私としては線引きをさしていただいたというのが事実でご

ざいます。  

   先ほど松本議員さんも、確かに、もう大人に近い、いわゆる体も

丈夫になったというお話がございましたけど、まさにそのとおりで

ございまして、そのあたりを線引きをさしていただいたということ
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でございまして、ひとつそのあたりは、子供だから、大人だからと

いうふうに、もし私がここで答弁をしたとしたら、それはひとつ訂

正をさしていただいて、やはり小学生と比べて、やや、もう体も丈

夫になった、自分で自己管理もある程度できる年齢になったと、そ

いうことで、大人に近い状況でというふうに御答弁、気持ちは、そ

ういうに答弁さしていただいておりますので、大人だから支給しな

いというふうなことじゃないということは、ひとつ理解を願いたい

と思います。  

８番（松本正人君）  

   ちょっと私の尋ね方が悪かったかと思いますけれども。議事録を

現在、手にしてないわけですから、どれほど正確に言えるかわかり

ませんけれどもですね、趣旨としては、そういうことじゃなくてで

すね、いわゆる子育て、子育て支援事業の一環として小学校までは、

そう考えるけど、中学校は子供じゃないので、要するに子育て支援

には当たらないというような意味のですね、そういう答弁であった

んではないかというふうに思います。  

   そういう意味で言うたら、中学生というのは、もう法的にはです

ね、まぁ言うたら、親とか誰か第三者の手を借りないと生きていけ

ないといいますかよね、生活のできない、そういう対象ですから、

実際にそれを支えているのが、いわゆる家族、一般には親というこ

とになるわけですね。そういった親が子育てをするのに、いろんな

今、困難な状況になると。それをできるだけ手助けをするために、

医療費をただにしたらどうかと、こういうことを言ってるわけで、

その私の質問の趣旨とですね、妙に合致しないわけですよ。なるほ

どなぁというような、そういう答弁に聞こえないから、もう一度そ

ういった、なるほどなぁというようなよね、どういう答弁でも認め

なかったら、なるほどとは思いませんけどよね、多分、そういった

答弁をしていただきたいということを申し上げたわけでございま

す。妙にね、かみ合うてないと、そういうふうに思うわけですけれ

ども。何かありますか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。このかみ合う、かみ合わんということよりは、

いわゆる先ほど申し上げましたように、子育て支援の一環というこ

とで、子供じゃない、と言われたら中学生もそのとおりでございま

すけども、先ほど申し上げました、やや自己管理ができるくらいの
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体も大きくなったと、中学生については。そういう意味合いで、ひ

とつ線引きをさしていただいたというふうに御答弁申し上げまし

たけども、そういう答弁では、まだそれは納得いかんと思いますけ

ども、私の思いは決して、どういうか意地を張って云々じゃなくて、

私の思いとしては、中学生と小学生には、そこには若干線引きをさ

していただいたというに理解願いたいと思います。  

８番（松本正人君）  

   意地を張ってないというふうに言われましたけれども、前にもそ

ういうことを言いましたけれども、今、県下 34 自治体のうちです

ね、確か 24 か 25 自治体やったですか、が、もう中学校まで医療費

ただになっちゅうわけですよ。もうほとんどの自治体が、高知県下

でもそういう政策をしてると。それなのに、ずーっと言ってきてる

のに、そんなに何か納得できるようなですね、お金が要るからとか

ですね、財政が逼迫するからとかいうて言うたらまだわかりますけ

れども、そういう答弁じゃなくて、何かようわからんそんな答弁で

ですね、やらない、ということになると、意地を張ってるとしか思

いようがないというふうに私は思います。  

   次にまいりまして、３番目ですけれども、住宅リフォーム助成制

度のことにつきましては、前にも御答弁いただきましたけれども、

来年度からということで、まだあんまり具体的なことではお聞きし

てないと思いますので、現段階で構いませんので、来年度に向けて

のですね、構想をお聞かせいただきたいというふうに思います。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えいたします。住宅リフォーム助成制度の導入について、３

月にも、定例会で御質問もいただきました。これは、当時も説明さ

していただきましたとおり、住宅の耐震改修を促進させる手だてと

いうことの一環で、平成 26 年度から、来年度からでございますが、

耐震改修とリフォーム制度を同時に行う制度を実施したいと考え

てございます。  

   そのため、現在まだ具体的なことまでは煮詰まっておりませんが、

財源、補助制度の活用、それからリフォームと耐震改修一緒にやら

すわけですので、その前の課題等について、内部で検討中でござい

ます。  

８番（松本正人君）  

   このリフォームの助成の問題にしてもですね、県下で、前にも御
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紹介したと思いますけれども、須崎市、土佐市、それから四万十町、

ほか数自治体でですね、これ既にやられております。これもですね、

町とか自治体の単独で使われてる予算というのは、500 万から 1,000

万ぐらいなんですよ。だから、そんなに法外なお金じゃないと。し

かも、それぐらいのお金で、すぐに、まぁ言うたら、これまでの他

の自治体の例でいうと、応募者が満杯になってですね、改めてまた

補正予算を組んだところもあります。  

   そういった形で、非常に小さな出費で、それは町の業者がそれを

やるという条件つきですから、当然お金が町に回ると、こういうこ

とでですね、非常に経済的にも効果的なものだというふうに、もう

全国の例でもそういうふうに言われてるところですから、これは、

だからそんなに、それも難しい、なんぼでも難しい問題ではないと

いうふうに思います。  

   私に言わしたらですね、これは当初予算でも組み換え動議を出し

た一つに、あの中学校のグラウンドのですね、旧中学校のグラウン

ドにかけたお金のことも言いました。これは自由に使える補助金と

いうかね、それも含めて約２億円あそこへつぎ込んでるわけですよ。

それぐらいの金があったら、それこそ 1,000 万という形であればで

すね、10 年分できたということになるわけですから、非常に私は、

そういう部分でもバランスを欠くなぁと。何で、そんなことはやっ

てくれんのに、あんな批判を浴びるようなものはやるのだと、すっ

と。いう、そういう思いがするわけです。  

   次に、学童保育の問題に入りたいと思います。  

   学童保育というふうに言いましたですけども、言いやすいからそ

う言ってるわけで、普通は放課後子供教室、あるいは放課後児童ク

ラブ、というような形で、これは文科省とそれから厚生省との縦割

りの事業で、どっちにするかによって違うてくるわけですけれども。

これは佐川町では斗賀野小学校、それから佐川小学校、尾川小学校

で実施をされているということで、この放課後子供教室と放課後児

童クラブの両方、それぞれやっているという状況です。  

   そこで、ちょっと確認をしたいわけですけれども、現在、この放

課後子供教室、あるいは放課後児童クラブを利用されてる児童の数

ですよね、これを確認させていただきたいと思います。  

教育長（川井正一君）  

   お答えいたします。まず、厚生労働省所管の放課後児童クラブ、
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これは佐川小学校でナウマンクラブという名称で開設しておりま

して、小学校１年生から３年生を対象として、登録児童数は 55 名

となっています。  

次に、文部科学省所管の放課後子供教室は１年生から６年生を対

象としまして斗賀野小学校で登録児童数が 81 名、尾川小学校で 42

名、黒岩小学校で 37 名となっております。以上でございます。  

８番（松本正人君）  

   大変多くの児童が利用してると。先ほど私が言った中の黒岩が抜

かっておりましたけど。ですが、いずれにしてもたくさんの児童が

ですね利用してると。これはですね、以前に吉村議員、今もう議員

ではないわけですけれども、がおられるときに、よくこれ質問もさ

れて、それでまだそのときはですね、中山町政の時代ですけれども、

いわゆるこの学童保育の要求があるけれども、なかなかできなかっ

たということで、しかも県の補助基準がですね 20 名に足ってない

といかんとか、そんな条件があって、それになかなか満たないので

よね、それが障害になっちょったと、いうふうに記憶をしておりま

す。  

   そういうことから比べると、もう今はるかにそれを凌駕するとい

うかですね、数的には利用者が増えてると、こういう状況ではない

かと思います。ここ、だから十数年の間にそれだけ情勢が大きく変

わってきたということが言えるんじゃないかと思います。  

   そこで、去年からですね、こういった、今、施設あるわけですけ

れども、いわゆる発達障害を持たれた方、そういった特殊な方とい

いますか、最近はそれほど特殊でもないなってきましたけれども、

そういった方についてのきちっとした手当てをしてほしいという

ことで、今、実際にそういう児童が利用をしているところです。  

けれどもですね、夏休みになってからですね、なかなかこの利用

がうまくいかないといいますか、普段は学校があるので、学校に子

供を預けて、朝、それで親は仕事に出かけて、それで学校が終わっ

た後の放課後に、そのまま預かってもうて、それで、６時までです

から、それまでに親が迎えに行くと、こういうことやったわけです

けれども、夏休みは学校がないので、まず朝からもう預けに行かな

いかんと、こういう状況ですけれども、これが預かれる時間がです

ね、９時からと、こういうことになっておりました。  

ですから９時というと、もう親はですね、もう既にその時間は仕
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事を始めておらないかんということで、何とか早く、もっと早く預

けることができんかということをお願いしたんですけれども、結果

的にはですね、行政のほうで、それは手を差しのべることができな

かったと。そこで、いわゆるボランティアといいますか、私が聞い

たところによりますと、15 人ぐらいの、そういった経験のある親で

あるとかですね、中には、元かわせみで課長をされた方、そういっ

た方がですね交代交代で、その児童を８時ごろから預かると、こう

いうことをされていたというふうに聞いております。  

こんなことは、けど今後も起きるだろうということで、聞くとこ

ろによりますと、そういった方々が、今後はきちっと組織化してで

すね、そういった対処の図れる状況をつくっていきたいと、こうい

うふうに、聞いてるわけです。  

けどもこれは、いわゆる本当のボランティアであって、それを保

障する裏付けというのは何もないわけで、気持ちだけでやってると、

こういうことになろうかと思いますけれども。そこでですね、けれ

ども、この放課後児童クラブ等々の考え方ですけれども、これはで

すね、いわゆる高知県放課後児童クラブ設置運営基準というのがで

きまして、そういったものがおりてきてるはずなわけです。  

それには、いろんなことを書いております。指導員に関すること

や、それから入所に関すること、それから、預かってどんなことを

やっていくかというようなこと。いちいち説明していたら時間がな

いですので、そういったことがるる示されてるわけですけれども。

問題はですね、これは普通の、例えば、学童保育じゃなくて保育で

すよね、保育の場合は、きちっと国でいろいろと法制化されて、こ

うあらねばならないと、こういうふうになってるわけですけれども、

学童保育についてはですね、残念ながら努力義務規定になっちょっ

て、こうやらないかんというふうに、明文化した法律で明文化され

たような状況になってないというのが現状で、ここが難しいところ

になってる状況ではないかなぁというふうに思います。  

先ほども言いましたように、ここ十数年で大きく社会の状況が変

わってきて、すごい、まぁ言うたら利用したい方が急速に増えてき

てるという現状の中で、これはもう国を挙げてですね、この問題に

きちっとした対処を考えていくということが求められているんじ

ゃないかなというふうに思いますけれども。行政としても、これは

できるだけ、やはり使うところにはお金を使うて、森議員が学テの
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話をされましたけれども、この学テもね、成績一番ええところは秋

田県だそうですけれども。いわゆる根性論じゃないんですよ、あそ

こ多分。きちっと少人数学級をつくって、それで教育ができる環境、

先生も増やして、それでお金使ってると、多分。そういうことをや

ってるから、それでもいろいろ問題あると思いますよ。私、学テ、

全国学テ賛成派じゃないですので、ですけれども、やはりきちっと

手当てをするということが、やっぱり何でも大事になってくるかな

というふうに思います。  

そこで、せめてですね、運営基準の中にも書かれてますけれども、

今、行政としてほんとにできることといいますか、は、親の会とか

ですね、そういったものをしっかりつくって、そこで要求を十分に

聞くと。それで、しっかりしたコミュニケーションを取ってですね、

その中で、どうやったら前に向いて進んでいくかということをみん

なで探っていって、ちょっとずつですね改善をしていく、ちょっと

ずつと言いましたけれども、思い切った施策するときにはする、と

いうような形でやっていってやったことが報われるようなですね、

そんな施策をしていかないかんじゃないかなぁというふうに思っ

てるんですが、そのことについてどういうふうにお考えでしょうか。 

教育長（川井正一君）  

   お答えいたします。基本的にはおっしゃるとおりでして、障害の

あるお子さんも受け入れるという基本で、佐川町は対応してきてお

ります。今後もその基本姿勢は変わりません。今現在、放課後児童

クラブでは１名の障害のあるお子さんを受け入れております。そし

て放課後子供教室では、５名の障害のあるお子さんを受け入れて対

応してきております。  

   ただ、障害の程度とか、さまざまな要件がございまして、必ずし

も保護者の皆さんの、100％満足というところに至ってない点は、

これは現実としてあるのは事実でございます。ただ、私どもも、そ

ういった際には、さまざまな施設と連携を取りながら、できるだけ

保護者の希望に沿えるように、今後とも対応していきたいと思って

おりますし、また放課後児童クラブの運営委員会というのも定期的

に開催しておりまして、その中には、ＰＴＡの役員の皆様にも入っ

ていただいておりますので、そういった皆様のお声もお聞きしなが

ら、今後とも運営の改善には務めてまいりたいと考えております。

以上でございます。  
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８番（松本正人君）  

   私、全くそんな話し合いしてないというふうには思いませんけれ

ども、先ほどおっしゃったとおりあると思いますけれども、けれど

も、やっぱりね、現場の方に、現場の方というのは、そういった親

御さんとかに聞くと、結局はね、最後はね、もう行政じゃやってく

れんということで、もう自分らで何とかせないかんと、こういうと

ころに行き着くというのが現状のように、私は感じております。  

   それと、先ほども言いましたように、かなりの方が利用されてま

すけれども、それに対するいわゆる職員といいますかよね、の数も

ですね、僕は今、十分かと言えば、そうではない状況ではないかと

いうふうに思いますし、それから、なかなか今回の、いわゆる発達

障害の方を抱えるに当たっても、なかなかそういった方を預けられ

る体制、要するに人の体制がなかなかできんということで、随分と

長い間かけてですね、教育委員会も悩みよったというかですね、そ

ういう現状がありました。  

   これはね、やっぱりどういう人が面倒みるかというたら、例えば

学校の元先生であるとかですね、それからいわゆる保健事業に詳し

い人とかですね、そういったいろんなことがここへも書かれてます

けれども、これも努力義務で、こういう人じゃないといかんという

ふうにはなってないわけです。絶対にそういう人じゃないと面倒み

てはならないとかいうふうになってないので、やっぱりどうしても

間に合わせみたいな形になってくると。  

それと、やっぱり手当てもですね、実際は国の考え方としての手

当ても、パート労働の基準しかもともと持ってなかったわけですけ

れども、今度はそれすらなくなるそうですけどもよね、そういう形

じゃなくて、しっかりとやっぱり責任の持てるだけのですね、手当

てもしていくということが、これから望まれるんではないかと思い

ます。それを絶対やれとかということでなくて、どうやったら、そ

ういったことができるろうと。  

先ほども言いましたように、佐川町は、前も、住民との懇談の中

でも論議がありましたけれども、いわゆる借金はあるけんど貯金も

あるという状況ですけれども、これはですね、県下 34 自治体で佐

川町は、働く世代率というのは 12 位です。しかし財政力は 10 位な

わけです。非常に財政的にはえい状況にあると。先ほども言いまし

たように借金との兼ね合いですけれども、これは借金率というのが
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ありますけれども、これは借金からですね、貯金を差し引いて、そ

れと自治体財政規模と比較すると。こういう数字でいきますと、大

体県下は、平均で 87％ですけど、佐川はマイナス 42％というて、

非常にええ状態というか、お金使うてないという状態にあるわけで

す。数字的には。ですから、これは何をあらわしているかというと、

まぁ言うたら仕事してないというふうにもとれると思います。  

ですから、十分に、そういった部分ではですね、もちろん懸案、

先ほども言いましたようにまだ下水道の問題もありますし、いろん

な問題はやってもらいたいことはいっぱいありますけれども、例え

ば土木の道を直すとか、ああいう予算ですよね、これも佐川は県下

的にいうたら、かなり下から何番目ですよ。予算は。ですから、こ

ういったことをしっかり見直して、もっとこう住民の要求に、直接

生活にかかわる部分というものをもっと考えていく、そういうべき

だというふうに私は思うてます。  

冒頭にも申し上げましたけど、榎並谷町長はもう去られるわけで

すから、なんぼこういうことを言うてもいかんですけれどもよね、

やっぱり次の課題として、やっぱりそれはきちっと、そういった部

分で計画性を持って、何がやれるかということは、やれる財政力は

あるということもはっきりしてますので、やっていかないかんとい

うふうに考えてるところです。  

町長に答弁いただいても、妙にどうかなというふうに思いますけ

ど、私の考え方、ちょっとおかしいということがあるかもしれんの

で、ちょっとお答えを。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。大変、最後になったかどうか非常に松本議員

さんにしては優しい対応をしていただいたかなぁということです

けども。その中でも、やはり無駄遣いが多い、肝心なところに使っ

てないというのが最後のお話だと思いますけども。やはりこのあた

りも、やっぱりそれぞれ放課後児童クラブにしましても、それから

下水道、道路にしましても、貯金があるからというふうにやってい

きますと、また何かのときに、いわゆる北海道の例のようになって

もいかんということもございますし、ケチるわけじゃないですけど

もやっぱり行政の中でやっぱりある程度バランスというのも考え

ていかないかんじゃないかということでございます。   

   大変批判を受けております、要望もしてない、例えばナウマング
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ラウンド、それから霧生関、このことに大変御指摘もいただいてお

りますけども、これは冒頭に申し上げました。これは霧生関にしま

しても、それからナウマンにしましても、これは霧生関は当然、当

初から町民の方には運動公園にするという約束で、あるいは公にも

約束しながら、用地も買収してそのままになっておったということ

もございまして、これは私の思いとしては、やっぱりきちっと仕上

げるべきだという思いで、やらしていただいておるわけでございま

すけども、まだ完成至ってないというのは反省をいたします。  

   それから、もう一つは、先ほど教育の問題、それからリフォーム

の問題、これもほんとに議論をしていただきまして、このリフォー

ムの問題にしましても、確かにおっしゃるとおりですけども、なか

なかやっぱり全部が全部やっぱりその御要望を受けて、何もかもや

るというふうにはなかなかいきませんので、そのあたりはお互いに

議論をしながら、選択をしながら、そして効率のいい財政運営、行

政運営をこれからしていく必要があるんじゃないかというふうに

思っております。  

   ぜひ、次期の指導者には、そういった意味で、皆さんのお力添え

をいただいたらというに思っております。以上です。  

８番（松本正人君）  

   もうそんなに長々としつこうやるつもりはございませんけれど

も、最後ですので。霧生関の問題についてはもう最後まで平行線で

あったというふうに思います。認識が全然合わないと。公園をやる

予定だったと、こういうふうにおっしゃいますけれども、そもそも

町民の間にはそういう認識はなかったと思います。もっと詳しくは、

言おうと思うたら言えますけれども。そういう認識でなかったと。

それが証拠に、最初の計画とは今の計画と全然、絵も違いますしね。

実際にけんど、絵も違うし、無理がたたって全然できてないし、そ

ういうことですから、あそこは大きな、うんと目立つところにあり

ますので、町民には、私としては非常に説明のしやすい場所ですの

で、頑張って説明をしていきたいというふうに思っております。  

   そういったこれまでの、私としては、榎並谷町政をできるだけ踏

襲しない町政に変わってほしいなと、最後にきつい言葉ですけれど

も、そういうことを願っているところです。そういった姿勢で私も

次の挑戦をしたいというふうに考えているところです。  

   えらい中途半端にはなりますけれども、あと数分だと思いますの
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で、これで質問を終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、８番松本正人君の一般質問を終わります。  

   お諮りします。  

   本日の会議は、これで延会したいと思います。  

   御異議ありませんか。  

   （「異議なし」の声あり）  

   異議なしと認めます。  

   本日は、これで延会することに決定しました。  

   本日は、これで延会します。  

   次の開会を 10 日の午前９時とします。  

 

 

   延会  午後３時 24 分  
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